
平成２１年第５回玉城町議会定例会議事日程（第 2 号） 
平成２１年９月１４日午前 9 時開議 

日 程 
 第 1．会議録署名議員の指名 
 第 2．町政一般に関する質問 
 
質  問  者       質  問  内  容 
 
 
小林  豊 

2 ㌻ ～ ９㌻ 

 
１．政権交代による今後の対応について 
２．産業振興施策について 
 

 
  
 中瀬 信之 
 
９㌻  ～  22 ㌻ 

 
 １．少子化対策についてについて 
２．田丸中心部の宅地の空洞化と高齢化について 
３．全国学力テストの結果について 
 

奥川 直人 
 

22 ㌻ ～ 39 ㌻ 

 
  １．玉城町の地籍調査の実態と今後の進め方について 
２．有田地区世古の農振除外に対する農林水産省からの勧告

について 
３．辻村町行政の今までの成果と今後の施策について 
４．７月人事異動の狙いについて 

 
 
野口  繁 
 

39 ㌻ ～ 46 ㌻ 

 
１．新田町地区農道整備について 
２．大仏山地域の整備について 
３．西尾市の農地の面的集積について 
 

 
山本 静一 

46 ㌻ ～ 49 ㌻ 

 
１．負担金・交付金について 
 

  

      
鈴木 加奈子 
 

49 ㌻ ～ 62 ㌻ 

１．小規模工事登録の状況について 
２．就学援助の制度を活用しやすくする方策について 
３．国保被保険者の医療費一部負担の減免について   
４．新型インフルエンザ予防接種及びヒブワクチンについて  
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     平成２１年第５回玉城町議会定例会会議録（第２号） 

 

１．招集年月日 平成２１年９月１１日 

２．招集の場所 玉城町議会議場 

３．開   会 平成２１年９月１４日 

４．応召議員 

     １番 小 林 一 則 君   ２番 風 口   尚 君 

     ３番 山 本 静 一 君   ４番 高 木 市 郎 君 

     ５番 鈴 木 加奈子 君   ６番 東 谷 富 雄 君 

     ７番 小 林   豊 君   ８番 中 瀬 信 之 君 

     ９番 山 口 和 宏 君  １０番 奥 川 直 人 君 

    １１番 野 口   繁 君  １２番 川 西 元 行 君 

    １３番 前 川 隆 夫 君  １４番 中 野   勇 君 

５．不応召議員  な し 

６．出席議員   １４名 

７．欠席議員   な し 

８．地方自治法第１２１条の規定により説明のため出席したものの職氏名 

 町 長 辻 村 修 一 君  副 町 長 坪 井 信 義 君 

 教 育 長 山 口 典 郎 君  会 計 管 理者 前 田 浩 三 君 

 総 務 課 長 中 郷   徹 君  税務住民課長 小 林  一 雄 君 

 生活福祉課長 林   裕 紀 君  上下水道課長 松 田 幸 一 君 

 建 設 課 長 森 島 千 里 君  産業振興課長 田 間 宏 紀 君 
 教育事務局長 辻     誠 君  総務担当課長補佐 田 村   優 君 

 政策財政担当課長補佐 中 村 元 紀 君  病院老健事務局長 田 畑 良 一 君 
 教 育 委 員長 加 藤 禎 一 君  監 査 委 員 松 田 隆 生 君 

９．職務のため出席した者の職氏名 

議会事務局長 大 南 友 敬 君  同 書 記 高 井 美 江 君 

同 書 記 内 山 治 久 君 

１０．提出議案 

日 程 

第 １．会議録署名議員の指名 

第 ２．町政一般に関する質問 

 

            （午前９時 開会） 

 

○議長（小林一則君） ただいまの出席議員数は１４名で定足数に達しており
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ます。よって平成２１年第５回玉城町議会定例会（第２日目）の会議を開会

いたします。 

本日の議事日程はお手元に配付のとおりであります。 

○議長（小林一則君） 日程第１ 会議録署名議員の指名を行います。 

本日の会議録署名議員は、会議規則第１２０条の規定により議長において１

０番 奥川直人君、１１番 野口繁君の２名を指名いたします。 

○議長（小林一則君） 次に日程第２ 町政一般に関する質問を行います。 

まず最初に７番、小林豊君の質問を許します。 

７番 小林豊君。 

○７番（小林 豊君） ただいま議長のお許しを得ましたので、通告に従いま

して質問させていただきます。質問事項は政権交代による今後の対応につい

て、産業振興施策についての２点でございます。よろしくお願いいたします。

暑い夏が終わりを告げようとするなか、８月３０日に衆議院選挙が実施され

ました。今回の衆議院選挙を振り返ってみますと、４年前の選挙にも言える

ことですが、メディア指導型で国民がメディアに踊らされる感があり、俗に

言う風というものが選挙戦を左右し多大な影響を及ぼすようになってきたよ

うに思います。真の意味の民意が反映されたのか疑問に感じるのは私だけで

しょうか。 

  小選挙区を戦った方のコメントの中にも最後まで相手と戦っている気がし

なかった。目に見えない大きな逆風と戦っているようだったとの言葉が、非

常に印象的でした。しかしながら結果は結果、いよいよ政権交代の運びとな

ります。町長も本定例会冒頭の挨拶の中でも触れられていましたが、政権交

代により地方行政運営に支障のないように望む。これが本音であり一番危惧

するところだと思います。私としましても同感の立場から質問させていただ

きます。まずは政権交代によりこれまで進めてきた公共事業、特に都市計画

道路事業、下水道事業の進捗、今後の計画遂行に影響はないかという点です。

政権与党となる民主党はマニフェストの中に公共事業の見直し、特に道路整

備については費用対効果を厳密にチェックした上で、必要な道路をつくると

掲げています。また２００８年４月２５日下水道法等の一部を改正する法律

案を参議院に提出しています。この法案は合併浄化槽を設置しているものに

ついては、下水道への接続義務を免除するといった内容になっています。こ

の法案が成立した場合、これまでの下水道事業が供用された場合には、下水

道に接続する義務が科されるといったことが根底から揺るがし、これまで莫

大な資金を投じて整備し、また整備途中である下水道事業は勿論のこと、下

水道事業会計、町財政の今後にも多大なる影響を及ぼす恐れがあると思われ

ます。町長としていかがお考えでしょうかお尋ねいたします。 
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 次に教育関係についてお尋ねします。その前に我々地方議員には免責特権は

認められていません。すなわち公の場、この議場内での発言は個人名や個人

を特定する発言は法的に認められていないので、あえて誰とは申しませんが、

政権与党となる中枢に位置する方の発言の中に、教育の政治的中立の確保を

目指す教育基本法や教育公務員特例法を完全に無視し、このような発言があ

りました。教育の政治的中立と言われてもそんなものはありえない。政治か

ら教育を変えていく、私も永遠に日教組の組合員だ。この発言の記事を目に

した時に一瞬血の気がひく思いがいたしました。更に現場教員の意向を反映

させる教科書選択の学校単位への移行、教員免許更新制度の抜本的見直し等、

今後の教育現場の育成を不安に思うのは私だけでしょうか。教育長のご見解

をお聞きしたいと思います。 

○議長（小林一則君） ７番 小林豊君の質問に対し答弁を許します。 

 町長 辻村修一君。 

○町長（辻村修一君）ただいま小林豊議員から政権交代による今後の対応につ

いてのご質問をいただきました。明後日には民主党中心の新政権が発足する

ということになっておるわけでありますけれども、もとより全国の地方、市

町は大変この財源が乏しい中で農林水産業の振興はもとより少子高齢化の対

応、あるいは環境施設の推進あるいは立ち遅れておりますところの生活関連

施設の整備等、町民の皆さんのための政策課題を着実に推進をしていくとい

う大きな役割が課せられておるわけでございます。そのために自らも町をあ

げて積極的に行財政改革に取り組んでおるところでございますけれども、そ

してより自主的、主体的な地域づくりを進めていかなければいけない。そう

いう状況の中でございますので、何と言いましても地方に必要な財源の確保、

これが不可欠でございます。このことを新政権に対しましても強くお願いを

したいとこんなふうに考えておる次第でございます。 

 なおそれぞれの政策はご承知のように法律に基づいて、現行の法律があるわ

けでありまして、新しいことを始めようと思いますと、当然法律を改正する

という手続きがいるわけでございまして、したがって相当の時間がかかるこ

ういうことになるわけであります。何とかして早い時期にそうした手続きを

進めていただきたい、こんなふうに思うところでございます。 

  水道事業の関係に触れてのご質問もございましたので、お答えを申し上げ

ますと、先般も県の担当のほうからお越しをいただきまして、２３年には玉

城町地内に本管が到達をするという運びになっておる。若干、名古屋の地下

鉄談合によるところの指名停止等の影響がございまして、玉城町の勝田町地

内の大橋に本管が到達するのに予定よりは少し遅くなりましたけれども、先

般の有田地域の管路工事等、そして町内の管渠工事等、そして町内の環境工
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事等順調に進めさせていただいておりますので、ほぼ町民の皆さん方の期待

に応えられるような形で進めていただけるのではないかなと、こんなふうに

思っておる次第でありますけれども、今回のこの政権交代によってこうした

住民の皆さん方の生活に直結する、あるいは町としての重要課題として掲げ

ておりますところの事業に支障があってはならんと、こんなふうに思ってお

りますので、そうしたことのないように強く働きかけてまいりたいというふ

うに思う次第でございます。どうぞよろしくお願い申し上げます。 

  なお、それぞれ県におきましても、あるいは我が町におきましても今後の正

確な情報を把握をいたしまして、そしてそれを整理、分析をしてまいりたい

とこんなふうに思っておる次第でございます。どうぞよろしくお願いいたし

ます。 

○議長（小林一則君） 教育長 山口典郎君。 

○教育長（山口典郎君） 失礼します。小林議員からご質問のありました政権

交代での教育運営、教育行政に支障を来す点についてお答えいたしたいと思

います。まだ１６日招集の特別国会以降に出されてくる事柄でありますけれ

ども、今回の選挙に出されておりました民主党のマニフェストから推測しま

すと教育関係でもさまざまな問題も浮き上がってまいります。民主党の教育

改革は財政の裏打ちがあれば実施していただきたいものも確かにあります。

ただ課題も多くあります。特に教育の根幹に係わるものに現行の教育委員会

制度の抜本的見直しという点があります。その点につきましては教育行政の

責任をいわゆる市長とか町長とか、それから知事といういわゆる責任者を首

長に移管するという事柄であります。首長の管理下のもとで教育監査委員会

を創設する内容のものが載っております。現行の教育委員会制度は、議員言

われましたように政治的中立性の確保、それから継続性、安定性の確保から

組織されたものであります。その点から教育的中立性や首長が変わることに

よって教育政策がころころ変わっていくという教育の継続性や安定性が失わ

れていくことにもなりかねません。 

 現在、首長と教育委員会の対立が見られる県とか市があります。玉城町は

一応町長と教育委員会がお互いに話し合いながら教育を進めているところで

あります。このいわゆる首長の管理下における教育監査委員会制度は教育の

中立性とか継続性、安定性が失われる危険性が多々あるということをご承知

おきいただきたいというふうに思っております。それから先ほど小林議員か

ら話がありました教科書採択制も大きくは学習指導要領の下に大綱化され、いま

伊勢、度会地区で教科書対策制が行われておりますけれども、学校で独自で

選べるという点でかなり変更とかいわゆる転校してきた子どもたちにとって

は、非常に不都合な点も出てくるのではないかというふうな危惧しておりま
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す。教育の統一性で凸凹ができないような形を今後はやっていただかなけれ

ばいけないかなというふうにも思っております。また今年度で３回目を迎え

ます全国学力学習状況調査も、いまは全学校でそれから先ほど小林議員から

話がありました教書採択制も大きくは学習指導要領の下に大綱化され、いま

伊勢、度会地区で教科書採択制が行われておりますけれども、学校で独自で

選べるという点でかなり変更とかいわゆる転校してきた子どもたちにとって

は、非常に不都合な点も出てくるのではないかというふうな危惧しておりま

す。調査をしておりますけれども、抽出調査方式というものに移ってまいり

ます。このことによりまして今まで行われていた学校で調査結果を見てどう

いうふうに子どもたちの指導に活かしていくかということができなくなる懼

れがありまして、子どもたちの指導への影響というものが大きく問題点とし

てあがってまいります。 

  また今年度から教育の資質向上を図る目的で導入されました教員免許更新

制を廃止しまして、大学の教育養成課程を現行の４年から６年に改めるとい

う形が出されてきております。一般の教員免許とは別に専門免許を創設する

と、また今年度から教育の資質向上を図る目的で導入されたというふうにな

っております。ただ現在一般免許とそれから専修免許というのがありまして、

６年制でもありますので、そういった点では形としては同じような形になっ

てくるのではないかと思います。ただ今年度導入されておりますので一部の

先生の中では、この夏期休業中に免許の更新を自前でやった先生もみえます。

そういった点でこの制度は途中挫折することによって混乱も生じてくるので

はないかというふうにも思っております。 

 このようにいかがなものかと感じるものもありますけれども、しかし今回

マニフェストでありますので、実際に法案などが出されていく中で、支障や

教育委員会、連絡協議会それから教育長会を通じて、今後そのいろいろ出さ

れてくる案につきましては、それぞれに自分とこの意見を表明していくこと

になろうかというふうに思っております。以上、ご回答させていただきます。 

○議長（小林一則君） 小林豊君。 

○７番（小林 豊君） 一番心配するのが町長、やっぱり下水道法等の一部

改正ですよね。これ今までやったら住民の方も理解した上で合併浄化槽でも

下水道が完備された場合には接続するというふうな３年以内でしたかいな、

そういうふうな約束等を取り付けておるけれども、合併浄化槽を設置してお

ったら免除するというような、こういうことになってきたら、やっぱり下水

道事業というのは、供用を開始して接続していただいて使用していただいて

成り立っていくもんやと僕は考えております。この点について町長こういう

法案が実際に出されておるということになってきますと、今までですと数の
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力というか、そういうことで廃案になっていく場合はあったけど、これが通

っていったら大変なことになってくると思うんですよ。再度この点について

答弁いただきたいと思います。 

○議長（小林一則君） 辻村町長。 

○町長（辻村修一君）おっしゃるとおりですね、先ほども答弁申し上げました

ように玉城町としての重点施策、しかしこれは玉城町だけではなくって、こ

の地域は宮川流域下水道という計画もございますし、したがって一つの町だ

けではなくってですね、先般も町長会の代表が国会議員さんとの面談で特に

自治体の取り組み、あるいは既に着手をしておる事業に支障がないようにと

いうふうなことの申し入れをしておるわけでございまして、そうした組織を

通じて強く働きかけをしていくということにしてまいりたいと思っておりま

す。どうぞよろしくお願い致します。 

○議長（小林一則君） 小林豊君。 

○７番（小林 豊君） 事業関係については町長、様子伺いをしているんでは

なくって、やっぱり県、近隣自治体とも連携を図りつつですね、行動をおこ

し行政運営に支障を来さぬよう早急に対処をしていただきたいと思います。

教育関係につきましてはやっぱり全ての面において、中立であるのが教育の

大原則だと思っております。日本列島は日本人だけの所有物じゃないなど、

売国主義ともとれる発言をする政党が与党となります。危険な思想を子ども

たちに植えつける教育がなされぬよう健全な教育現場の固持に努めていただ

きたいと思います。 

  次の質問に移らせていただきます。先般の機構改革により農林課から産業

振興課に名称変更されました。その際、実質人員が１名増となりました。本

定例会に提案された一般会計補正予算の中にも農林水産費において、地域産

業振興戦略会議委員報酬といったものが提出され、新たに地域産業振興戦略

会議というものが創設される運びとなるように推測するところですが、町長

ご自身が今後町の産業振興にどのようなお考えで、いかなる施策を打ち出し

ていくのか具体案をお尋ねしたいと思います。また政権交代によりこれまで

以上に公共事業削減が予想されるなか、町内業者への配慮をとのようにお考

えかあわせてお伺いいたしたいと思います。 

○議長（小林一則君） 辻村町長。 

○町長（辻村修一君） 機構改革をさせていただきまして、そしてこれからの

玉城町の地域の経済を何とか活性化していかないかんという考え方も持たして

いただいておるわけでございます。具体的にはこの産業振興の戦略会議を立ち

上げさせていただいて、今回のこの補正予算にも計上させていただいておりま

すけれども、そうした町内の皆さん、あるいは有識者の方からなる戦略会議の
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中でいろんな玉城町としての将来を眺めて、これからのいかに地域の活力をつ

けていくかというふうなことについてのご提言を賜りたいと、こんなふうに思

っておる次第でございます。 

 また町内の業者の皆さん方につきましては、やはりいろんな産業に係わって

おられる方、たくさん農業を始めとする建設業、あるいは福祉の仕事、あるい

は商工業の仕事というふうな各種の仕事に係わっておられる方がございますけ

れども、当然行政の役割といたしましては、それぞれの皆さん方の意欲を喚起

をさせていただいて、そしてそのことに町としても全面的にご支援をさせてい

ただいというふうな形で取り組みを進めたいというふうに思っておる次第でご

ざいます。ご承知のように大変な厳しい時代でございます。決算でもご覧をい

ただいておりますけれども、法人町民税が平成１９年は７億でございました。

いま現計予算が 8,000万強、 9,000万円弱と、こういう大変な事態に玉城町の

財政は陥っておるわけでございまして、何とかして国の先ほどのご質問にあり

ましたように、地方に対する財政の支援、そして地方は地方としての地場の活

力をどう高めていくのかというふうなことを、力を入れていかないかんという

ふうに思っておる次第でございますので、今後ともご支援を賜りたいとこんな

ふうに思っておる次第でございます。 

○議長（小林一則君） 小林豊君。 

○７番（小林 豊君） なんか相変わらず抽象的で具体案というのがはっきり

見えやんように思いますが、町長として町の産業はどうあるべきかというのが、

またこうしていくにはこうやった施策を講じていきたいというのはないんでし

ょうか、再度お尋ねいたします。 

○議長（小林一則君） 辻村町長。 

○町長（辻村修一君） 町の産業というのは、これはご承知のように玉城町が本

当に先進的な特に農業では基盤整備がなされてきた。あるいはすばらしく技

術が伝わっておるということもあります。そしてそれぞれ創意工夫しての、

全国的にも大変モデルとなっておるアグリの取り組み等もあると、こういう

ことでございますから、そうした玉城町のいわゆる持っておるそのものをや

っぱし活かしていくという取り組みが必要ではないかなというふうに思って

おります。したがって、そうした頑張る人をどうして応援いくのがいいのか

と、こういうことに力をこれから入れていきたいというふうに思っておる次

第でございます。 

○議長（小林一則君） 小林豊君。 

○７番（小林 豊君） 農業中心のお答えかと思うんですけど、頑張る人を応

援していくといいますが、やはりそれをするにあたっても核となるものが必

要やと思うんですよね。先進地なんかも視察にいっても、やはり成功してい
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るところというのは核となる人物、組織があるんですよね。いま町内を眺め

てもそういったものがないと思うんですよ。そこら辺を育成してかなあかん

のと違うんかなと思うんですよね。本来ならこういった農業関係でいえば農

協はですね、全力を注いでやっていただくのが本当の農業の姿かなとは思う

んですけど、今の伊勢農協、ＪＡ伊勢にはそういったこと絶対期待できやん

と思うんですよ。ですからそういう町長育成ということを、核となるものを

しっかり考えていかないかんのと違いますか、そこが手腕の見せ所が違うか

なと思うんですけどどうでしょうか。 

○議長（小林一則君） 辻村町長。 

○町長（辻村修一君） おっしゃるとおりですね、やはり玉城町のこの今の現

状を眺めてもいろんな他の地域から注目される取り組みがあります。勝田の

実行組合、あるいは茶屋にしましてもそれぞれ本当にすばらしい取り組みが

あります。そこには核となる人がおると、こういうことでございまして、正

に農協だけではなしその核となる人がみえることが町が発展につながること

だと、こんなふうに思っておる次第でございます。ＪＡの代表とも話し合い

を進めておりまして、今までの経営方針から少しその管内の地域地域に応じ

た形の農業振興に力を入れていきたいという考え方を示していただいておる

わけでございますので、今後そのことも十分協議しながら何とかして、この

町の産業振興が高まるように努めてまいりたいと、こんなふうに思っておる

次第であります。 

○議長（小林一則君） 小林豊君。 

○７番（小林 豊君） 確かに勝田農事実行組合ですか、あと茶屋営農組合で

すか、そういったものはあるし、実際すばらしい活動をしていただいておる

と思うんですけど、それが町内に普及せえへんのですよね。ねえ町長、です

からここをそういう素晴らしいものがありながら普及せえへんのは、どこに

原因があるとお考えですか。 

○議長（小林一則君） 辻村町長。 

○町長（辻村修一君）なかなかこれ難しいんですけども、本当に細かいいろん

なアドバイスさせていただく体制、例えば県の普及関係のスタッフあるいは

町の窓口等々あるんですけど、なかなか現実問題としてこれに応じていただ

けないというふうなこともございます。したがってですね、できるだけこれ

からもですね、もう少し新しく産業振興課というのを設置させていただきま

したから、強く行政側からも働きかけをさせていただくことがまずはいるん

ではないかな。その営農、あるいは他の産業に取り組もうと、こういうふう

な気持ちを持っておられる方に対してのいろんなサポートの体制は本当にた

くさんあるんです。それをなかなか活用していただけないというのが現実な
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んですね。それをどうしていくかという、そのことをもう少し分析をしなが

らですね、取り組んでいかないかんとこんなふうに思っております。 

○議長（小林一則君） 小林豊君。 

○７番（小林 豊君） それで農業関係から一歩おいてですね、建設業関係、

非常にいま厳しい状態やと聞いております。特に市町合併があって、今まで

小俣なり御薗なりというふうなところへ行っていた業者さん方が、伊勢市に

なった途端に、伊勢市内に事業所があらんと入札にいれやんというような状

況下の中で、町内の仕事がほぼほとんどでというような状態の中で、またこ

の景気の悪い状況の中で、この政権交代によって公共事業が削減されてくる

と。そういった中で一番心配するのは災害が、いままあ東海大地震やとか言

われておる中で、災害が起きた場合に一番頼りになるのはやっぱり地元の業

者さんじゃないでしょうか。そういった面で今後ですね、なんか今までと違

った配慮と仕方を、考える余地はあるのかどうか再度お尋ねいたしたいと思

います。 

○議長（小林一則君） 辻村町長。 

○町長（辻村修一君） 町内、約２０の業者の方がおみえでございます。今の

お話を申し上げておりますように、一つの大きな産業であるというふうに認

識をしておるわけであります。特に町といたしましてご覧のような下水を始

めとするあるいは道路整備等々、少し背伸びをしておる部分もありますけれ

ども相当の公共事業を進めさせていただいておるわけでありまして、その際

には努めて地元の業者の皆さん方にも係わっていただくという考え方は持っ

ておりますし、今後もその考え方で進めてまいりたい。こんなふうに思って

おる次第でございますので、そういうことで引き続き地元の業者の方を優先

する考え方を通してまいりたいと、こんなふうに思っております。 

○議長（小林一則君） 小林豊君。 

○７番（小林 豊君） 経済状況が町財政のほうも道が険しい、こんなふうに

感じるなかで、適正なる行財政運営を行っていただきまして、町民の皆様の

糧となるような行政であってほしいと思います。以上をもちまして、質問を

終わりたいと思います。ありがとうございました。 

○議長（小林一則君） 以上で７番 小林豊君の質問は終わりました。 

 

○議長（小林一則君） 次に８番 中瀬信之君の質問を許します。 

 ８番 中瀬信之君。 

○８番（中瀬信之君） それでは議長の許可をいただきましたので、通告書に

したがいまして一般質問をさせていただきます。今回は３点の質問をさせて

いただきます。まず１点目の質問は少子化対策についてであります。２点目
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は田丸地区中心部の住宅の空洞化と高齢化についてお伺いを致します。３点

目は先般公表されました全国学力テストの結果について伺います。 

 それでは、まず１点目の少子化対策について質問いたします。この質問に

対しましては３つの項目につきまして質問をいたします。少子化対策の取り

組みは１９９０年の出生率を契機に、日本の将来を考えなければならないと

のことから子育ての環境づくりについて対策を進めてきたと思います。少子

化対策の経緯をみますと幾つもの対策が作られ実施をされてきた、そのよう

に思います。１９９０年の出生率１．５７を現在に至っても上回ることがで

きない状況であります。少子化対策は国が主体となって出生率を上げていく

ことであります。政府の対策も遅れていたと思いますが専任の担当大臣を設

置し対策を講じておりますが、直ぐに効果が表れる状況ではありません。し

かしこのままの低く出生率で推移をしていきますと、日本の総人口は２００

７年の１億２，７００万人をピークに２０５５年には約９千万人になること

が見込まれております。これは未婚化や晩婚化などの進行も大きな要因の一

つに上げられております。このような現状を踏まえ国の大きな政策とは別に

各地方の自治体が独自でその地域にあった少子化対策を講じていくことが重

要であると思います。 

 最近の出生率の動向は２００５年に過去最低の１．２６を記録した後は、

２００６年が１．３２、２００７年が１．３４、２００８年が１．３７と、

３年して上昇をしております。数字が上昇した背景としてこの期間の景気が

良かったことをあげる一方、昨年の世界的な金融危機による景気の悪化が、

２００９年の出生率に及ぼす影響があると心配をされております。このよう

な状況のなか町長として出生率を上げるための基本的な対策をどのように考

えておるのかお伺いをいたします。 

 ２番目の質問ですが、子育て支援は少子化対策の中でも大きな要素である

と思います。今回行われた衆議院選挙において圧倒的多数で次期政権を担う

ことになった民主党の政策のなかでも子育て支援が大きなウェートを持って

おります。当町においても先人の考えのもと優れた数多くの子育て支援の取

り組みが行われています。当町のホームページの中にも子育て支援に関する

９月度の月間カレンダーが掲載をされ子育てに関することや保健に関する日

程表が出ております。町としても多くの取り組みがなされていることも事実

であります。内閣府の２００９年２月の調査で少子化対策で特に期待する政

策は何かの問いに、切実な希望が幾つか上がっておりますので回答の高いも

のから順に申し上げます。 

 １番、仕事と家庭の両立支援と働き方、見直し方の促進をして欲しい。２

番目、子育てにおける経済的負担の軽減をして欲しい。３番目、妊婦出産の
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支援をして欲しい。４番目、子育てのための安心安全な環境整備をして欲し

い。５番目、地域における子育て支援をして欲しい。６番目、生命の大切さ

家庭の役割についての理解、促進をして欲しい。７番目、若者の自立とたく

ましい子どもの育ちの推進をして欲しい。８番目、子どもの健康への支援な

ど対策に期待していると回答をしております。町長として今ある当町の子育

て支援対策を踏まえ今後どのように子育て支援を発展させていくかお伺いを

いたします。 

 ３番目の質問になります。婚姻率と出生率についてお伺いをいたします。

平成１９年度の県の統計資料によりますと、婚姻率は県の平均が千人あたり

５．４組総数９，９１１組で、玉城町の実績は千人あたり４．６組の７０組

であります。これは県下２９市町の中１８番目の実績で県下平均を下回って

おります。普通出生率は同じく県平均が人口千人あたり８．６人で総数１万

５，７１６人であり玉城町は千人あたり９．５人、合計１４３人であり県下

２９市町中４番目と結婚率とは異なり上位に位置をしております。町長はよ

く話をされます川越町の状況を申し上げますと、結婚率が８．３人で県下ダ

ントツの１位であります。出生率は１１．８人で県下の２番目であります。

このような数字を比べながら合計特殊出生率のアップを考える時、当町にお

ける婚姻率と普通出生率の実績をどのように考えておるのかお伺いを致しま

す。 

○議長（小林一則君） ８番 中瀬信之君の質問に対し答弁を許します。 

 町長 辻村修一君。 

○町長（辻村修一君） 中瀬議員から少子化対策について３つの項目にわたっ

てのご質問を賜りました。まさに少子化高齢化の時代を迎えておりますし、

そしてそれが予想をしておりましたよりもはるかに早いスピードで日本の地

域では進んできておると、こういうことでありまして、この対策は待ったな

しだというふうに認識を皆さんがしていただいておるというふうに思ってお

る次第でございます。合計特殊出生率のお話もございましたけれども、これ

はご承知のようにその年次の１５才から４９才までの女性の年齢別出生率を

合計したものと、こういうことになるわけでございまして、その合計特殊出

生率が高ければ将来の人口は自然増をしていくと、低ければ自然減を示し減

少していくと、こういうことでございまして、増加と減少との境目は２．０

８というふうにされておりまして、つまり２．０８人産まないと人口が減少

していくと、こういうことになるわけであります。 

 玉城町の状況を見ますと１．６人で平均的な値を示しておりますけども、

２００８年あたりから下げ幅が大きくなり１．４１人でございまして、これ

まで２００３年に同様の数値を示しておりましたけれども、全国、三重県で
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はこれを境に減少をしてきておると、こういうことでございます。現状玉城

町おいては最大１．６ポイントまで持ち直してきておるということでござい

まして、近隣市町との比較をいたしますと、玉城町が全体として２ポイント

ほど高い位置にあるということでございまして、これは子育てのしやすい環

境が整っておったり、あるいは就労機会に恵まれていたりというふうなこと

がその要因にあると考えられております。したがって今までもご努力をいた

だいてきましたけれども、更に住みよい町の政策を進めていくことがこの出

生率を高めていくということにつながっておると、つながっていくというふ

うに思っておりますので、今後もこの政策を続けてまいりたいと思っておる

次第でございます。 

 それから、現状の子育て支援策をどのように発展させていくのかと、こう

いうご質問でございます。これにつきましては、いま次世代の育成支援対策

の推進計画、これの後期計画を本年度策定ということでございまして、この

アンケート調査も実施をしておるわけでございますが、今の段階で伺えます

ことはまず希望する子どもの数に関する問いに、３人以上を産みたいという

のが半数、２人以上が欲しいを含めますと９割の方が希望する子どもの数を

お考えでございます。育児に関しましては母親が中心的に係わる、お母さん

が関わっておられるというのが９割に達しておるということでございまして、

父親の関わりが非常に少ないことがわかるわけでありますけれども、一方で

女性の社会進出もございまして、約３割の方がフルタイム。４割の方がパー

トなどの就業体系となっておるということでございまして、そのほとんどの

方が保育所の保育サービスを利用しておる。約９５パーセントに達するわけ

でございます。したがっていかにお子さんを預かりやすい保育所運営をして

いくかということが出生率のアップにつながっていくのではないかと、こん

なふうに考えておる次第でございまして、それぞれの現在行っておる事業に

つきましても、積極的に更に今後も力を入れてまいりたいというふうに思っ

ておる次第でございます。 

 それから次に合計特殊出生率を考える時、婚姻率、普通出生率の関係をど

のように考えていくかと、かなり専門的な分析のお話を聞かせていただきま

して、川越町との対比の数字も聞かせていただきましたけれども、やはり人

口密度あるいは人口の多い都市部におきましては、それなりに結婚する機会

も多いと、こういうことでございまして、そういう社会的要因というのがや

っぱし働く場がある、あるいは住み良さ、あるいは子育ての支援の充実度合

いということが影響するわけでありまして、今後もそうした子育て支援策を

強化をしていくということが重要ではないかなというふうに思っておる次第

でございます。 
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 なお平成２０年度の決算も今回ご覧をいただくわけでございますけれども、

町の成果によりますところの２０年度の実績によりますと子育てにかかる費

用が総額で７億１，８００万、この数値は三重県でもトップクラスに値する

というふうに考えておりますが、今後も力を入れてまいりたいというふうに

思っておる次第でございます。どうぞよろしくお願いを申し上げます。 

○議長（小林一則君） 中瀬信之君。 

○８番（中瀬信之君） いま町長が、実際に行われておる子育て支援とかそう

いうことの結果によってですね、玉城町の出生率は近隣の市町よりも高いん

やということを言われておりますが、先ほど町長言われましたように将来安

定して人数が減らない２．０８、０７というんですか、そういう数字をして

いこうと思うと、これまだまだ届かんというのが現状やというふうに思って

おります。これは先ほども言いましたが、国の政策はこういう方針でいくか

ら例えば医療費は中学何年生までは無料にするだとか、そういう大きなこと

はあろうかというふうに思いますが、やはり各自治体においてですね、独自

対策というものも根本的に入れていかないと、どうしても国だけの政策では

追いつかんということがあろうかと思います。 

 先ほど言われましたように実際そういう数字が出ておりますので、例えば

目標としていつまでにどれだけ上げたいんだとかですね、そういう大きな目

標がないとなかなか取り組みができないというふうに思います。先ほども言

いましたが子育てに必要な要望というのですか、そういう中でもやはり支援

ということがたくさんあります。これ金銭的な支援であったり教育的な支援

であったり、そういうことが必要だというふうに思いますが、今おかれてお

る当町の子育て支援策、いろいろあると思うんです保育料のことだとか、医

療費のことだとか、そういう諸々のこともあるんですが、それを将来どうい

うふうに発展させていくかということを、ちょっとお聞きしたかったんです。

今のままで満足しておるよということやなしに、これはあくまでも基本はで

すね子どもを産みたい人が、子どももいつでも産める環境づくりをしていく、

そういう中で子どもを産みたいと考えておる人が、やはり経済的支援という

ことを大きく必要としておるということから見ると、町単独の支援というも

のをもっと拡充をしていかないかんのと違うかなというふうに考えておりま

すが、そのことについてお答えを願いたいと思います。 

○議長（小林一則君） 辻村町長。 

○町長（辻村修一君） 今ご意見ございましたように、まさに町としてどうし

ていくのかということの考え方は必要でございまして、特にご理解をいただ

いておりますように２１年度には、子育て支援の拠点として福祉会館のほう

へアドバイザーを始めスタッフを配置いたしましたり、あるいはまた議決を
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いただいておりますように、乳幼児医療費の無料化を小学校３年生まで拡大

を図らせていただいておるとかいうことでございます。要は今の若い世代の

皆さん方がその子育てについて、どういうふうなご要望があるのかというふ

うなことを十分お聞きをして、そしてどこまで支援ができるのかというふう

なことを分析をしていく必要があろうと、こんなふうに思うわけでございま

す。 

 さらに金銭面だけではなくって保育所の現場あるいはお母さん方の子育て

に対する不安、こういうふうなものも現実にあるわけでありまして、そうし

たことに対する子育てネットワークの取り組み等も更に強化をしていきたい

というふうに思っておる次第でございまして、何といたしましても目標とい

いますか、安心して子育てができる玉城町だと、こういうふうなことになら

なけりゃいかんわけでございますので、それぞれの更に皆さん方のご要望に

対してできるだけ対応できるような、そういう対策を講じてまいりたいとい

うふうに思っておる次第でございます。 

○議長（小林一則君） 中瀬信之君。 

○８番（中瀬信之君） 今のですね勿論できるだけ進めていくというのは、こ

れ当たり前というふうに思うんですよね。ただある程度、数値化ということ

がないと、できるだけというのはどこまでかということは、なかなか見えな

いというふうに思います。例えば保育料についてもそうです、無料化を何年

までにやりたいんやと。例えば医療費でもいま小学校３年生ですか、それを

いつまでにしたいんやとかですね、そういうある程度具体的なことがあって、

出生率がいつまでに１．８を目指すんだとかですね、そういうことをしてい

かなければならないというふうに思いますが、今いくつということはなかな

か申し上げられないというふうに思いますので、そのようなことをですね、

今後考えて進めていく予定があるのかですね、まず自分はそうして進めてい

きたいんだというお考えがあるのかお伺いをしたいと思います。 

○議長（小林一則君） 辻村町長。 

○町長（辻村修一君） いつまでにやりますというふうなことが、やれない場

合に何やったんやというふうなことになってはいかんわけでありまして、当

然はっきりとお約束をしたことが、これが実行されるというふうなことが一

番いいわけでありますけれども、今の現在の大変な不安定な国の政治あるい

は財政、経済状況とこういうふうなことになりますと、なかなか厳しいもの

があると私は思っておりますけれども、やはり今後この新しいこれからの更

なるまちづくりの計画を再度見直しをしていくという段階に入ってきており

ますので、そんな中でできるだけそれこそご要望に応えるような、応えられ

るような、そして各会、各層の皆さん方のご意見を賜りながらあるいはまた
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いま具体的に個々の皆さん方のアンケート調査を実施いたしまして、ご意見

を賜っておりますので、そんな中でのご要望等、分析を十分してまいりたい、

こんなふうに思っておる次第でございます。以上です。 

○議長（小林一則君） 中瀬信之君。 

○８番（中瀬信之君） いろんな方面からですね、意見を聞いてすることは勿

論必要だというふうに思いますが、やはり指導者として大きな目標をもって

進むというとこがこれ大きなことやというふうに思います。今その辺につい

てきっちりした数値をお持ちでないんであれば、近い将来にむけてはそれの

数字をきちっと表明をされてすることが町民の望んでおることだというふう

に思いますので、そういう方向に進んでいただきたいとそのように思います。 

 それとですね、先ほど婚姻率のことで少しお話をしましたが、県全体から

見ると玉城町は結婚は皆さんあまりしないけども、子どもはたくさんできて

おると、結婚する人はやっぱり子どもをつくる環境をある程度整備をされて

おるというふうに判断しておりますが、やはり婚姻率も、結婚率が全ての出

生率を上げることではないというふうに書かれておる資料もたくさんありま

すが、いろんな日本各地を見てみますと、結婚を相談するところだとかです

ね、そういうことが行政でも盛んに行っておるということも見受けられます

が、そのことについてお考えがありましたらお伺いをしたいと思います。 

○議長（小林一則君） 辻村町長。 

○町長（辻村修一君） 私たちの時代とか、いろいろ一昔前と比べますと若い

方々がめぐり合う機会というのが非常に少ないということが、今言われてお

りまして、ご承知のように近隣の市あたりではそうして都会からめぐり合う

機会の事業活動をやっておられるというふうなこともお聞きをいたしており

ます。なかなか難しいことでありますけれども、町内には大企業で若い方も

非常に多くおられるわけでありますし、そうした企業の皆さん方の代表者の

方にも何とかまだ結婚されておらない方についてのそうした機会を持つよう

なことができないかというふうなことも、ちょっと働きかけをさせていただ

いたらどうかと、こんなふうに思っておる次第でございます。 

○議長（小林一則君） 中瀬信之君。 

○８番（中瀬信之君） この少子化につきましては万策を尽くすということが

一番大事やというふうに思いますので、よろしくお願いをしたいと思います。 

 続きまして、２点目の質問を行います。これは田丸地区中心部の住宅の空

洞化と高齢化についてお伺いをいたします。玉城町の人口は、前月末の８月

３１日で１万５，３１６人、世帯数は５，０５７世帯、これは玉城町のホー

ムページに載っております。町長は常々我が町玉城町は将来に向け人口の増

える町、県下でも有数の町であると言われております。これは三重県の南勢
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地域にあっては非常に嬉しいことがあります。現に町内を見渡しますと限ら

れた地域ではありますが、新しい家が次々と建ち、子どもたちが多く活気あ

る地域を見ることができます。ですが田丸駅を中心とした田丸の中心部を見

てみますと、駅前道路は整備をされたものの空き地が多く見られますし、今

は空き家となった家屋も多く見られます。また高齢者のみの家庭も多く見ら

れますし子どもの数も減少しているように思われます。玉城町が将来に向け

人口の増える町、活気あるまちづくりを目指すためには、町全体が活気ある

町であることが望まれます。町長はこの田丸中心部の空洞化と高齢化をどの

ように捉えているか伺うとともに、田丸中心部の将来の姿をどのように考え

ておるのかお伺いをいたします。 

○議長（小林一則君） 辻村町長。 

○町長（辻村修一君） 田丸の町中の状況が空洞化しておるということでござ

いますが、特に玉城町全体の居住空間をどうしていくのか、将来に向けてど

うしていくのかというのは昭和４４年でありますから、４０年前に都市計画

の策定がなされてそして現在ご承知のような駅前線、中楽・朝久田線等々の

幹線道路も整備なってきておる。１つにはやはり城下町としての狭隘な道路、

この部分での生活をいかにいい環境にしていくか、あるいはその都計の道路

沿線に住宅地をどう誘導していくのかと、こういう計画で進めてきておるわ

けであります。しかし現実は非常に厳しい状況がございまして、町の現状は

空き地が目立ってきておるというところもあるわけであります。これは玉城

町だけではなくって、全国各地の市町でそういう現象が起こっておるわけで

ございます。しかし玉城町の場合はですね、この町中に住んでおられた方が

同じ町内のもう少し広いところへ移っていただいておると、こういう方もあ

りますし、また町外から転入をなされておられるという方もあるわけであり

ます。そんな中でやはりこの先ほどのお話にもございましたけれども、少子

化、高齢化、いわゆる核家族化、ライフスタイルの変化があるわけでありま

して、そうしてなかなか生活しにくいという現状からそういう現象が起こっ

てきておるということでございます。 

 これからどうしていくのかということでございまして、この空き地の活用

をやっぱりもう少ししっかりと何かいい活用方法がないかということも考え

ていくのも一つの方法だというふうに思いますし、またこの独居の方、お一

人がお住まいの方あるいは高齢化の方が非常に町中で増えておると、町中だ

けではなくってですね、町内の農村地域の集落の中でもそういうふうな形の

現象が起こっておるわけでございますから、玉城町全体として、高齢者の人

が安心して暮らしていただけるようなまちづくりと、これを考えていく必要

があるのではないかというふうに思っておる次第でございます。特にこの産
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業振興の部分もありますけれども、高齢化が進んできたというふうな中で介

護事業がある。そして福祉に携わっていただく方も必要になってきておる。

こういうことでございまして、またもう一つは商店街におきましても、大型

ショッピングの方へとなかなかお年をめされると行きにくいという現状がご

ざいますから、どうしても買い物が当然車椅子でのこととかいうふうなこと

になりますとどうしても不自由があるということでございまして、買い物は

したい。買い物はしたいというか何か買いたい、必要があると。あるいはま

た時間も十分お持ちしてみえると。こういうことでございますして、できる

だけこの移動がしやすいようなことも考えていく必要ではないかなと、こん

なことも大事かなというふうに思っています。 

 車椅子というふうなことには直ぐいきませんけれども、今回東京大学と連

携をしてですね、１１月にはオンデマンドのバスの運行を試行をしていくこ

とにしておるわけでございまして、できるだけこうして高齢者の皆さん方の

暮らしを支えていく、暮らしやすい考え方を更に進めていきたいというふう

に思っておる次第でございます。 

○議長（小林一則君） 中瀬信之君。 

○８番（中瀬信之君） 今いろいろとお話をいただきましたが、昭和４４年か

ら都市計画を進めておる、城下町でなかなか道路整備ができない、ライフス

タイルが各個によって違うということから、どんどん人が出ていくというこ

とを考えますと、この空洞化はやむなしというふうに考えておるのかお伺い

をいたします。 

○議長（小林一則君） 辻村町長。 

○町長（辻村修一君） 空洞化はですね、なかなかそれぞれ個人の皆さん方、

個々の家庭の事情がありますから、なかなかこれを少なくしていくというの

は非常に難しいなというふうに私は率直に思っておる次第でございますけれ

ども、何とか地域に残っていただけるような、そういう工夫も今申し上げて

おりますよう暮らしやすさ、あるいは空洞化になったところを活用するとい

うふうな考え方も、これは早急に講じていく必要があるのではないかなとい

うふうに思っています。 

○議長（小林一則君） 中瀬信之君。 

○８番（中瀬信之君） 基本的には難しそうであるというふうに言われており

ます。しかしながらやはり玉城町の中心部の田丸地区につきましては、活性

化をしていかないかん、その為にはいま空き地の利用だとかですね、そうい

うことについて活用方法を検討していきたいということを言われております

が、例えばそれを検討するのであれば、どの部署にいつ頃からそういうこと

をさせたいんだということをお伺いしたい。 
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○議長（小林一則君） 辻村町長。 

○町長（辻村修一君） これはいま考えさせていただいておりますのが、女性

の方が昨年三重県で、平均寿命が三重県の女性の方、玉城町がトップという

ふうなこともありますし、議会でもこの健康について大変お考えを持ってお

られるわけでありまして、私も何とかこの町民の皆さん方の健康増進に力を

入れたいというふうに思っておりますので、そして特に町内では毎日のご自

身の健康管理に努めておられるというふうな方もたくさん増えてきてござい

ますから、これはですね、教育委員会あるいは生活福祉、健康管理センター

等それぞれのセクションが一体になって、玉城町の町民の皆さんの健康増進

をどう考えていくのかというふうなことを考えて欲しいというふうに思って

おる次第でございますし、近くそうした地域の皆さん方にも協力も今もいた

だいておりますけれども、更にこの健康増進について住民の皆さん方のご協

力をいただくような、そういう考え方でいろんなところへ議会も視察にお願

いをいたしましたけれども、更に担当者レベルでも近くその取り組みの検討

を進めさせていただいておると、こういうことでございますのでよろしくお

願い致します。 

○議長（小林一則君） 中瀬信之君。 

○８番（中瀬信之君） ちょっとよくわからないんですが、今の話ですと教育

委員会とかですね、生活福祉課が中心になって例えば地域における、今回は

田丸地区と言いましたが、玉城町の各地域にこういう状況はたくさんあると

思うんですよね。そういうところを例えば空洞化ということを、生活に密着

をした健康管理とか、そういうことを含めながら進めていくということなん

でしょうか。その結果、例えば人口の増えておる玉城町がある一定地域の空

洞化というのが抑えられるんでしょうか。もう一度お伺いします。 

○議長（小林一則君） 辻村町長。 

○町長（辻村修一君） 空洞化というのはなかなか抑えるというのは非常に難

しいと思いますから、これはいろんなご事情があって今の実態を見ますと狭

い地域で住むのが非常に不便だというふうなことから、もう少し広いところ

へ土地を求めておられるという現状がございます。したがって町外からも勿

論移ってこられると、こういうことでありますからそういうその土地活用の

誘導みたいなものを、これを町の土地利用全体の中で進めていく必要があろ

うと思いますし、またそのセクションはそれぞれが所管をしておりますけれ

ども連携しながら力を入れていく必要があるというふうに思っています。 

○議長（小林一則君） 中瀬信之君。 

○８番（中瀬信之君） 田丸駅からですね、この役場まで来る間にですね、

そういう空き地とかですね、家屋の空洞化がどんどん進んでおろうと思
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いますが、そういうことが事態が決していいというふうに思っておりま

せん。将来にむけて町長言われるように各課が協力をして進むというこ

とを、今言われましたので今後それがですね、どのように進んでいくか

教育委員会の皆さんとかですね、福祉課の方、話をしながらですね、ど

のように進めていくかということをまた施策というんですか、出してい

ただきたなというふうに思いますので、よろしくお願いしたいというこ

とでよろしいでしょうか。 

○議長（小林一則君） 辻村町長。 

○町長（辻村修一君） これはですね、これは町の将来展望を眺めた時に、４

０年も前にこの玉城町全体のこの空洞化のそういう予想される地域やという

ふうなことは、これは考えておるわけですけども、それは今の現状を眺めこ

れからどうしていくかというふうなことは、町の将来にとって一番重要なこ

とでありますから、これはたえず町の将来計画を新しく２３年度からの部分

を見直しをしていくという段階ではですね、この今の課題、これにどうして

いくのかというふうなことは、具体的にやはり示していく必要があるという

ふうに思いますけど、その段階で具体的なもの、勿論これは議会の皆さん方

にもいろんなご論議を賜りたいというふうに思っています。以上です。 

○議長（小林一則君） 中瀬信之君。 

○８番（中瀬信之君） それでは具体的に、案を示していただきたいとそのよ

うに思います。それでは最後になりましたが、学力テストの結果についてお

伺いいたします。これ先ほど教育長が言われましたが、文部科学省はですね、

前月の８月２７日、小学校６年生と中学校３年生を対象に４月に行った全国

学力テストの結果を発表いたしまして、２００７年に４３年ぶりに復活し実

施され今回が３回目の実施となっております。結果発表をみますと上位には

１年目、２年目と同じく秋田県、福井県が好成績を修め、沖縄県、高知県な

どが、低迷をしておるという現状があります。このような実績を踏まえ３つ

の質問をいたします。 

 １番目の質問として三重県の成績はどのような位置で推移をしているのか

といいますと、小学校の部で４３位、昨年は４２位。中学の部では３３位、

昨年は２９位でありました。玉城町の今回の成績を踏まえこの三重県の順位

を教育長としてどのように受け止めておるのか、お伺いをいたします。２番

目の質問ですが、県全体の学力を上げることは各自治体が向上策、向上対策

をつくりあげそれを実行することであると考えますが、当町として具体的な

学力向上対策をお伺いをいたします。３番目の質問ですが、学校で学べる環

境づくりの一つとして各学校に空調設備の導入が進んでおりますが、教育基

本法の改正を受けゆとり教育から学力向上教育に転換するために、この空調



 20 

設備の導入は十分な環境整備と考えておるのか、お伺いをいたします。 

○議長（小林一則君） 教育長 山口典郎君。 

○教育長（山口典郎君） 中瀬議員からご質問のありました全国学力学習状況

調査の件についてお答え申し上げます。 

 全国学力学習状況調査については平成１９年度から始まりまして今年で

３回目となりました。文部科学省が導入した目的ですけれども、各地域にお

ける児童生徒の学力や学習状況をきめ細かく把握、分析することにより教育

及び教育施策の成果と課題を検証し、その改善を図るというものであります。

更に文部科学省は学力や学習状況等の状況をきめ細かく把握し、教育施策や

指導の改善につなげるための調査であり、序列化や過度の競争を煽るもので

はないとしているところであります。その点から文部科学省は県教育委員会

に対しまして、序列化や過度の競争を生むので市町村別や学校別の公表はし

ないように求めております。 

 玉城町教育委員会は第１回目から全国学力学習状況調査に伴う、活用委員

会を設置しております。各学校の結果を分析して学力指導に反映させたり、

それから教育施策に反映させたりしております。例えばそういう一つは町単

位のいわゆる非常勤の講師を導入して、いわゆる少人数教育を行うというも

のもその一つであります。更に保護者の方には個人の結果は文科省から届き

ますので渡しますけれども、学校や町の点数は公表しておりませんけれども、

学校の結果分析を用紙に文章として用紙にまとめまして、どこの学習が弱い

かとか、それから朝食や睡眠と学力の相関関係を示したりして保護者に配布

しております。 

 しかしいわゆる公表はしないというものの、しかし今回三重県は議員ご指

摘のように、小学校６年生で４５位です。昨年度は４０位でした。これも国

語と算数の総合計、ＡＢの総合計になってきますけれども４５位です。中学

校は３年生は昨年度は３０位で今年は３３位というふうに、結果の順位は非

常に悪くなってきております。県教委も分析の会議も立ち上げて施策も打つ

ってきておりますけれども、芳しくありません。玉城町は徐々に成果を上げ

てきております。全国レベル並となっておりまして、教科によってはまた学

校によってはそれをかなり超えているものもあります。ちょっと差し出がま

しいことですけれども、三重県平均の比ではありません。結果を分析するこ

とによって弱みを克服、指導とか玉城町の施策が効果を上げてきているので

はないかというふうに思っております。今回の検証では特に国語では各学校

で行っている朝の読書とか、作文を書かせる指導というものが非常に効果的

であるということがわかってまいりました。それから算数、数学においては

少人数による指導で児童生徒の誤りを早く見つけることができたり、戸別に
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指導できる点からも効果があるとわかってまいりました。そういった点から

町単独のこの近辺では町や市で雇っている非常勤はありませんけれども、玉

城町は独自で雇っていただいております。そういった点で一つ効果が上がっ

てきているのではないかと思います。 

それから宿題の徹底というものが大変効果を上げてきているというのも、

今回の大きなポイントになってきております。そういった点からそれらを中

心に各学校での学力向上にシフトした指導体制をつくりあげていくように考

えております。学力と生活習慣の関係も規則正しい食事とか、就寝、起床が

学力をあげることにもつながっていることが、全国的にもわかっております。

保護者にもこのことを啓発しまして、規則正しい生活が送られるよう協力を

お願いし文書を配布しているところであります。 

 もう一つの快適な学習空間の件ですけれども、快適な学習空間をつくるこ

とは学力向上にも大切なことであるというふうにも思っております。暑い夏

にも今回空調設備を活用させていただいております。現在は玉城中と田丸小

学校が空調の設備を設置しておりますけれども、この今年の夏期休業中に玉

城中学校では数学や英語を中心に１０日ほどの補習を実施しております。そ

から田丸小学校でも算数に中心にして全学年で５日ほど補習を実施しており

ます。このように空調を活用した夏期休業中の補習が進められ学力の向上に

つながっていくものというふうに考えております。空調設備も今年度、外城

田小学校それから来年度有田小学校、下外城田小学校等整備をしていく予定

ですので、ご協力ご理解をいただきたいというふうに思っております。以上

です。 

○議長（小林一則君） 中瀬信之君。 

○８番（中瀬信之君） 先ほど教育長が言われました順位のところでですね、

若干こちらが言ったのと違うところがありますが、教育長言われたのが正式

な数字ということでよろしいですか。それから学力向上の具体的な政策の中

には玉城独自でいま言われましたような読書であったり、作文であったりい

ろんなことを進めながらやっておる。これ非常に効果をつくっておるという

ふうに私も感じております。やはり学生については学力を上げるということ

が大きな前提というふうに考えておりますので、新しい政権になりますとこ

の結果、このテストがどういうふうに継続されるかということはわかりませ

んが、それとは別に独自でこの地域の学力を上げていくということは非常に

大事なことであってですね、また家庭環境とかですね、そこら辺と力をあわ

せながら教育していくということも非常に大事なことであるというふうに考

えております。 

 それからこの空調設備については、今言われましたように非常に効果が出
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ておるという判断でいいかというふうに思いますが、田丸小学校までですの

で、残りの３校については早急に早く実施をしていただきたいというふうに

考えております。この教育につきましては非常に難しいこともたくさんあろ

うかというふうに思いますが、こういう結果が出ることによって、一つの目

安と言いますか、そういうことが出るというふうに思いますので、今後の教

育推進に十分に発揮されるということをお願いしたいと思います。以上で終

わります。 

○議長（小林一則君） 以上で、８番 中瀬信之君の質問は終わりました。 

 

○議長（小林一則君） 途中でありますけれども、１０分間ほど休憩をいたし

ます。 

        休憩 午前１０時２２分 

 

○議長（小林一則君） 再開いたします。 

                   再開 午前１０時３５分 

 

○議長（小林一則君） 休憩前に続きまして一般質問を続けます。 

 次に、１０番 奥川直人君の質問を許します。 

１０番 奥川直人君。 

○１０番（奥川直人君） それでは議長のお許しを得ましたので、ただいま

から質問に入らせていただきます。今回は４点の質問をさせていただいて

おります。玉城町の地籍調査の実態と今後の進め方について、有田地区、

世古の農振除外に対する農林水産省からの勧告について、辻村町行政の今

までの成果と今後の成果について、それで後最後に７月人事異動の内容に

ついてこの４点であります。 

 ４点の中のですね、２点目の有田地区の農振除外に対する農林水産省から

の勧告についてから初めさせていただきたいと思います。私はですね米の生

産調整それについては６回ほど質問させていただいてまいりました。今まで

の行政の進め方でよいのか、もっと玉城町に見合う方法がないのか、そして

今後の農業政策につきましても前回の一般質問の中で提案をさせていただい

てまいりました。さて今回の有田地区の農振除外に対する質問も、今回で３

回目の質問となります。これについては町の将来を見据えた土地利用及び農

業振興政策、そして今回の農振除外に対してですね、町の判断が良かったの

か悪かったのかというふうなこともお聞きをしたいと思います。私たち地方

議員の地方の政治家という立場から見ましても、この問題は町のみならず国

県としても是否を問うものであろうかなとこのように考えております。そし
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て今後の住民の皆様方とともに玉城町の適正な土地利用、農業振興整備計画

に関する早急なる取り組みのスタートとしていきたいと、こういったことを

考えまして今回の質問といたします。 

それでは質問に入りたいと思いますが、今回農振除外地はですね、前回も

申しておりますが、有田地区のライスセンターから旧２３号線に向かって農

免道路沿いの西側、世古区の土地であります。地元世古区や土地改良区、農

振協議会、農業委員会の反対がありますし、また世古区、土地改良区からも

反対の意見書が町のほうに出ておると。そして今後周辺のですね、宅地化に

よる農地の崩壊これが危惧されるわけでありまして、農業委員会で再三にわ

たる農地転用申請に対する審議が現状行われておるという状況であります。

行政は、住民の意見を聞き合法的な町民のための判断であるならば、今回、

こんなにもめることはないのかなというふうな意見も出ております。役場、

公務員これは全体の奉仕者であって一部の奉仕者でないと、こう憲法１５条

にうたわれておりますが、結果としては今回住民の民意が通らず住民のため

にならない法律が認められたという多くの意見も出ております。 

 そして今回、町の農振除外の判断に対し国の機関であります農林水産省東

海農政局から６月１８日付けで玉城町長宛てに「農地を農用地区域から除外

にするために行う変更事務の適正な執行について」という題目で勧告が出さ

れております。その勧告内容とは国は三重県を通じ文書確認そして現地調査、

図面及び写真の確認等による検証を行ったところ、法の２７号イロハニのニ

なんですか、ニの項及びこの要件などを満たしていないと判断されること、

要件が見受けられ地方自治法の２４５条の４第１項に基づき勧告をされまし

た。勧告に基づく適正な措置及び適正な回答をお聞きするという内容であり

ます。更に勧告内容は第２７条に基づく要件を全て満たしているかについて、

今回改めて十分かつ適正に検討をし、その上で町として必要な措置を講じる

こと。もう１点は今回の除外による計画策定変更にあたっては、土地改良区、

農協、農業委員会並びに地域住民の意見が反映された計画となるように十分

検討されること。このように具体的に申しております。この勧告をどのよう

に受け止め、どのような協議の中からどのような回答をされたのか町長にお

聞きをしたいと思います。 

○議長（小林一則君） １０番 奥川直人君の質問に対し答弁を許します。 

 町長 辻村修一君。 

○町長（辻村修一君） 奥川議員から農振除外についての件でのご質問をいた

だいておりまして、以前にもお答えを申しておる次第でありますが、まず町

の行政を預かる私どもといたしましても、あくまでも法律に基づいてその仕

事を処理していかなければいかんということであります。それが務めでござ
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いますし公正を欠くことがあってはならないということでございます。具体

的なことについての勧告のお話でございますけれども、２７号計画につきま

しては町といたしましてこのことに対しての検討を申し上げ、その要件はク

リアーをしておるということでございます。今後につきまして計画を策定変

更を行う際には自主的なガイドライン等の策定につきまして、関係機関、農

業委員会あるいは農協、土地改良区、三重県と検討をしていくということに

回答を申し上げておる次第でございます。 

 それから次の２７号計画の策定変更にあたっては、土地改良区、農協、農

業委員会の意見を聞いた上で、法令、法律に定められましたところの公告縦

覧の法律の手続きを行い、そして地域の住民の皆さん方の意見を聞く機会を

設けた上で策定変更をしておるということで回答を申し上げておる次第でご

ざいます。 

○議長（小林一則君） 奥川直人君。 

○１０番（奥川直人君） 一応法に則った形で進められたというご答弁であり

ます。それではもう少し町の回答内容を確認し、チェックをしていきたいと

思います。本来の議会での一般質問はですね、あんまり細かな内容をですね

聞く場でなく、私が考えますのは町長及び町政の大きな課題や将来について

考えを問うものであるわけでありますが、今回は勧告に対する町の回答はで

すね、回答や取り組みでありますが、今後の玉城町のためにももっとも重要

な課題と判断をしておりまして、行政の考え方の各論についてお聞きをした

いと思っております。今回の問題に対し行政の取り組んできた経過、考え方、

これにつきましてはいろんな関係者の方、ケーブルを見ておられると思いま

すんで、課題認識を持っていただくためにですね課題を持っていただきたく

思っております。 

  まず、今回勧告が来たという前に勧告以前ですが、3月31日に町県の見解が

国へ出されました。その関係について事実関係を問う問い合わせが国から来

ておるわけでございます。それは農業委員会も誰も知らない、5月15日に国

に回答をされておりまして、その内容を確認をしていきたいと思います。玉

城町の見解はこうであったんですが、イロハニと先程申しましたけれども、

イの項からいきます。イ農業委員会の見解を聞いたかという説明にたいしま

して回答は、意見は聞いている。しかし現状はその意見が反映されてない、

聞くのみであるということであります。ロ農振除外の住民に対する公告縦覧

は行ったかと、これは公告縦覧は私が一般質問したのは3月ですがその9月、

昨年の9月から10月に公告縦覧をされて、先ほど町長の答弁にもありました

意見を聴く機会を設けたという形であります。それでハの項ですが、法の規

制は超えていないか。これは0.3ヘクタールで満たず、地域農業の振興に影
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響はないという答弁であります。それで先ほどのニとホといいましたけれど

も、ニの項につきましては、これはちょっと勧告が来ておる内容なんですが、

代替地協議は行ったかという質問でありますが、回答は、地権者が代替え地 

を所有していなかった、そこしか所有していなかったという回答であります。

ホ集団化や農作業の効率化その他周辺の農業上の効率的利用に支障を及ぼさ

ないか。こういう設問に対しまして回答は交通量のある道路で分断化されて

いるということで、あのライスセンターから２３号線へいく道で農地は分断

されているはずだと、このように町は判断をしております。集団化、農作業

の効率化等利用に支障を及ぼさない、このように書いております。ヘの項で

す。雨水排水は水路へ流すことで農業排水系統に支障を及ぼさないかという

こういう設問ですが、回答はこの土地の北側に排水路があり、そこに放流す

れば問題がない。このような回答であります。後ありますけれども、この重

点的な１２３４５６、６項目ですか、こういうことを紹介させていただきま

した。 

そこで農振除外の住民に対する公告縦覧というのが、先ほど町長からされ

たということですが、私はこれはですね、少しおかしいなというふうに思う

わけであります。有田地区の住民の方は今回の私が今年の３月の一般質問で

農振が除外されたことに驚かれました。ということはそれまでそこの土地が

どのような形でいま行政が進めているのかということを知らなかったという

わけです。１月に除外をされておるわけですが、その結果も地域住民の方が

知らないと。本来この件は昨年２月から始まっており対象住民に状況を周知

し協力を求めていたとは言えない。替地の問題、こういうことも当然地域に

協力を求めていかな駄目なんですけれども、そういうことすらですね、伝わ

っていない。行政が単独で進め公告縦覧を実施したと思えます。その事実だ

けを主張しておって住民への経過説明や意思を私は無視していないかとこの

ように思うんですが、町長いかがですか。 

○議長（小林一則君） 辻村町長。 

○町長（辻村修一君） こういうことも今までの中で説明を申し上げてきた機

会がございますけれども、このことは町にこの農振除外にあたっての農業振

興地域の整備に関する法律に基づくところの農振整備協議会というふうなも

のが立ち上がっておるわけでございまして、これにつきましては当然のこと

ながら、それぞれの改良区あるいは農協等、あるいは農業委員会が参画をい

ただいて、そして除外地の申請が妥当かどうかと、あるいは意見を聞く機会

というふうなものが開催をされるわけでありまして、そしてこの際には十分

な土地改良区の中でもこの件について、それぞれ議論をしていただいてきた。

あるいはまた土地改良区の構成はそれぞれの集落にもその委員さんが選出を
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されておられるというふうなことでありますから、そしてまた地域の地権者

の方の同意は得られませんでしたけれども、区の区長さんあるいは臨地の方

この方は十分当初から承知をいただいておったということであります。以上

です。 

○議長（小林一則君） 奥川直人君。 

○１０番（奥川直人君） わかりました。またこれは後ほど確認をしていきた

いと思います。そしてですね、先ほど申しました３月３１日の回答に対して

ですね、今回勧告がきたということになるわけであります。国が法を満たし

ていないという判断される用件として先ほど申しましたように、ニの項、代

替地、替え地のことであります。代替地に対する行政の努力が足りないとい

う内容になっておろうかと思います。まず玉城町の考え方でありますが、地

権者自身がこの土地しか所有していないとの状況からですね、単純に判断を

している。こういうことで農水省からは行政を含め代替地の検討が不十分と

指摘しておりまして、これは現地調査及び図面で替えるべき土地の存在を確

認しているという判断であります。 

そこで当初地権者が、町の指導によって当初地権者が町の指導によって、

所有地以外で替地を探したが見つからなかったと、こうあるわけであります。

地権者は土地改良区組合員であることから、土地改良区役員等に土地の交換

について協力を求めたが見つからなかったということで、要は行政がそこで

しっかり指導したのかで、土地改良区との協力に対して地権者がどうであっ

たかというふうなことであります。そこで行政として直接地権者と会って指

導されたのか。また地権者自身が土地改良区にお願いに上がりどのような努

力をされたのか。重要な項目であります。当然行政、こういう問題が出てお

る以上行政、町長自らも出席しお願いをしたのかお聞きをしたいと思います。 

○議長（小林一則君） 辻村町長。 

○町長（辻村修一君） 今ご質問のとおりですね、そうした代替地が他にない

かというふうなことの協議会の中でも、まずは探したらどうかというご意見

をいただいておりますから、協議会として地権者の方にその旨も申し入れを

したということでございます。当然地権者の方としては相当の努力をされた

というふうに思っておる次第です。 

○議長（小林一則君） 奥川直人君。 

○１０番（奥川直人君） 地権者と何回お会いされました。それと地権者は役

場へ何回来られましたか、本人が。 

○議長（小林一則君） 辻村町長。 

○町長（辻村修一君） 何回とかいうふうな回数ですけれども、その回数まで

は具体的に記憶をしておりませんけれども、再三お会いをさせていただいた
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ということです。 

○議長（小林一則君） 奥川直人君。 

○１０番（奥川直人君） 地権者本人なのか、代理人なのか、そこをお聞きし

たいと思います。 

○議長（小林一則君） 辻村町長。 

○町長（辻村修一君） これは地権者の代理の方とお会いをしてきたと、こう

いうことです。 

○議長（小林一則君） 奥川直人君。 

○１０番（奥川直人君） わかりました。それでですね、土地改良区等に土地

の交換について協力を求めたと、このようにあるわけですが、土地改良区役

員等とあの曖昧な言葉はですね、正式に土地改良区には申し出されなかった

のですか。 

○議長（小林一則君） 辻村町長。 

○町長（辻村修一君） 土地改良区の中にはですね、当然その理事を始め役職

員の方がみえますから、こういうことにつきましては当然この地域の問題で

ありますので、再三このことについては協議を進めてきておるわけでありま

す。当然いまの代替地等についての協力のお話もさせていただいてきた経緯

がございます。 

○議長（小林一則君） 奥川直人君。 

○１０番（奥川直人君） 行政として、土地改良区に一緒にいって協力を求め

るということはですね、今のこういう現状の中では最も重要かなと、三者、

地権者、土地改良区、集落そして行政、行政がこの全て回答を作っておるわ

けですから、その辺の共同で協議をされたかというのをお聞きします。 

○議長（小林一則君） 辻村町長。 

○町長（辻村修一君） 共同でというよりも土地改良区はこの地域の中の農地

の全体を管理掌握をしておる組織でありますから、土地改良区の皆さん方も

それぞれこのことについて努力をしていただいたというふうに思っておりま

すけれども、最終的に代替地は見つからなかったという事態に至ったという

ふうなことについては、勧告に対しての回答として申し上げておる、その通

りでありますし、それ以上のものはございません。 

○議長（小林一則君） 奥川直人君。 

○１０番（奥川直人君） 土地改良区に任せたということで、直接は関わって

ない、そういうこれから出てくる回答はそうなっておるわけです。土地改良

区としても、本人から頼まれておらんと、代理人からは頼まれているけれど

も、本人、地権者本人からはこの代替地については頼まれていないというこ

とであります。わかりました。 
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 次の回答にはですね、このように書かれております。農政局のいうように

地域周辺に替え地は存在するものの、地権者が土地の交換や譲渡及び使用に

合意にしなかったと、だから地権者自身がそこしか駄目だと、あの土地しか

駄目だと、こういうことを役場は書いておるんですよ。ということは以前に

何もそういう協議は進んでいないと、結局は地権者本人ももうあそこでなく

ちゃ駄目だから他の替え地なんか、頭にないということで、役場の回答もこ

うなって、これが一番だと私は思うんですよ。地権者が土地の交換や譲渡及

び使用に合意しなかったため結果的に代替地は見つからなかったと、これも

役場が国へ出しておる言葉です。地権者自身がこの土地、この場所でなくて

はならず交換を行う意思がなかったことになる、地権者自身が町の指導によ

って替え地を探した事実はないということでよろしいでしょうか町長。役場

の回答もそうなっておりますので。 

○議長（小林一則君） 辻村町長。 

○町長（辻村修一君） これは地権者の方がそれぞれここの表現の中にありま

すけれども、それぞれ条件が合致するところ、合致しないところがあったん

だろうと思います。したがって結果的に代替地は見つからなかったと、こう

いうことだと思います。 

○議長（小林一則君） 奥川直人君。 

○１０番（奥川直人君） 取り方はいろいろあるわけですが、こういった文面

になっておると。使用に合意しなかったということであります。結局は先ほ

ど申しましたように行政とそういったいろんな関係がうまく進んでない、地

権者の意向が尊重されてしまっているということで、それに行政が振り回さ

れたと、それで結局勧告が来たということであります。 

 続いて役場の回答はこうあります。今回の事例の場合はこのような関係の

取り組み状況及び農地が個人財産であることを鑑みて、周辺の農地以外の土

地が存在することのみをもって。非常に難しいんです。他の代替えすべき土

地があると判断することは難しいと考えている。ある意味でとれば町は非を

認めて国県にこの非を正当化しようとしておる。このようにとれるんですが、

町のレベルではですね、公平公正これが一番の行政を運営していく中で大切

なんです。公平公正な行政指導はなかったのか、個人財産であると言われま

すが、このように行政や地域に迷惑をかける事態を考えれば、その地権者本

人はもとより先ほど言われました代理人、親戚、家族、知人なども協力は本

当に得られなかったのかと、前回もこれは伺いましたけれども、不思議に思

ってなりません。代理人の方がいろいろ行動されたようですが、代理人に代

替地を頼んだのですか質問します。 

○議長（小林一則君） 辻村町長。 
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○町長（辻村修一君） 先ほどお答えを申し上げましたとおりでございまして、

地権者の関係者の方がご努力をされたと、こういうことです。 

○議長（小林一則君） 奥川直人君。 

○１０番（奥川直人君） わかりました。非常に難しいんですわ。私は行政と

しては玉城町の行政運営を守るために、是非の判断、良し悪しの判断という

のは必要であります。その中で住民に厳しい指導も当然行政としてはしてい

かなくってはならない面もあるわけであります。そして住民、民意の意見も

取り入れた公平公正な判断が必要なのではないでしょうか。今回はその判断

が十分されていないというふうに思います。質問します。公務員は全体の奉

仕者であって一部の奉仕者でないと先ほど申しました。行政として今回の結

果からどのようにこの行政判断、行政の指導を含めて思われますか、お聞き

をします。 

○議長（小林一則君） 辻村町長。 

○町長（辻村修一君） 行政は何度も申し上げますように法に抵触した形での

行政手続きをするわけにはまいりません。そして町の現状を眺めた上で公正

公平な取り扱いをしていかなければなりません。したがってその考え方で全

て処理をしておるわけでありまして、そんな中で当然いろんな利害関係も生

じる部分もあるかもわかりません。しかしもう一方で農地法関係等々のいろ

んな法律も整備されておりますけれども、なかなか実態は非常に曖昧な部分

が非常に多いということも現実としてあるわけであります。 

 そんな中で今回６月に農地法改正がされて、そして１２月から施行される

というふうな動きもあるわけであります。一方で個人の財産、個人の所有権

とこういうふうなものもあるわけでありまして、あくまでも法律に基づいて

そしてそれに対する不平不服というふうなものがあれば、当然これも法律に

基づいて公告縦覧、異議の申し出の機会というふうなものも設けられておる

ということになっておるわけでありますから、これにしたがって処理をして

いくのが、私たちの努めてあるというふうに認識をしておる次第であります。 

○議長（小林一則君） 奥川直人君。 

○１０番（奥川直人君） 法整備が曖昧だというふうなことです。この曖昧っ

て非常に町長よくおっしゃりますけど、３月の質問の時にもね、農振法があ

ってないと、法があってないと言われて、これ６月にはそんなこと言ってな

いという答弁でした。また今回もあってないと言うて、また今度言うたらあ

りますと。こういうことはないようにしてくださいね。行政がそういう法に

則ったということがあれば、何故勧告がきたのかと、その辺をお聞きします。

それは本当の今回の勧告を真摯に受け止めて課題反省した中のものなのかと

どうかというこの回答がですね、そこをお聞きしたいと思います。 
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○議長（小林一則君） 辻村町長。 

○町長（辻村修一君） あってないというのが、どういうことであってないの

かちょっとわかりませんけれども、議事録って見ましたけれども、そんなふ

うな中途半端なことは言うとらん筈ですし、そしてもう一つはその地方分権

の中で中央集権の時代から地方分権、地方がその責任を持って仕事をしてい

く、これは法の一部が改正されたのが平成１１年、その中で地方が責任をも

ってこの処理についても進めていくということになったわけでありまして、

このことのみをもって国として高圧的にとらまえて働きかけをしてくるとい

うのはいかがなものかというふうに思っておる次第であります。私どもはそ

うした中で権限を与えられた自治事務として処理をして、進めさせていただ

いておるものであります。 

○議長（小林一則君） 奥川直人君。 

○１０番（奥川直人君） 事務処理とかそういう言葉もたくさん出てきます。

私はそういうことを処理するのに考えて処理をするという、この考え方を私

は聞いておるわけであります、判断材料を。この質問は行政運営で非常に基

本的な部分を私は聞いておるわけで、総務課長の中郷課長すいません。この

公務員の全体の奉仕者、全体とは今回の場合、どう受け止められますかお聞

きします。 

○議長（小林一則君） 総務課長 中郷徹君。 

○総務課長（中郷 徹君） 全体とは地域住民、地域住民はもとより町もしく

はそれに携わる方々全員というふうなことで考えております。 

○議長（小林一則君） 奥川直人君。 

○１０番（奥川直人君） だから私は少しね、今回はそういう手続き上の問題

も先ほど言いました。公告縦覧は地域の人は知らない。知らないままにそう

いう話もないままに縦覧されたということで、本当に民意を聞いた、全体と

は一体なんだということに私はすごくですね、この処理については問題があ

るというふうに感じています。 

 それではですね、２７号のホへいきます。これは先ほども申しましたよう

に、農用地の集団化、農作業の効率化その他周辺の土地の農業上の効率かつ

総合的な利用に支障を及ぼす恐れがないかということであります。この法の

解釈は集団の農地、集団の農地の中央部に農地以外の土地が介在することに

よって、構成の機関による営農や効率的病害虫駆除の駆除に支障が生じる場

合は本件を満たさない、このように書いています。そしてこのことに対して

玉城町はこのように回答しています。通行量のある道路で分断された農地、

周辺部に位置していると判断している。ということはあの道路で区切られて

いますから農地が分断されています。このように町は言っているわけであり
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ますが、これに対し農水省の見解はこの土地は客観的にみて、町道を横断し

て容易に一連の農作業が可能と判断されることから、道をはさんで農作業が

できることからこの位置は集団農地の中央部である。このように国が判断を

しております。ですから国は分断してない、全体が集団農地だと、玉城町の

場合はあれで切れておるやないかと、こういう話です。 

 これとですね、それに対するそういうことに対してですね、この町はです

ね、この道路は玉城町から伊勢松阪方面にいく基幹道路、玉城町として主要

道路として位置づけている。こう回答しておるんです。また農作業は道路か

ら直接行わず支線道路を中心に行われることによって、この道路は農地を分

断しており該当の土地は中央部でなく端に存在すると、このように町はこの

見解が違います。まずそこでですね、私は何事にもルールがあると思います

主要道路とは一体なんですかとこう聞きたいんです。一般的には県道これが

主要道路となっておりますが、これは誰が決めるのか。主要道路の違い、ほ

かの主要道路はあるのかないのか、こういったことをお聞きしたいと思いま

す。 

○議長（小林一則君） 辻村町長。 

○町長（辻村修一君） 前段の公告縦覧のこともそうでございますけれども、

これは一般の方が、公告縦覧をするとかいうふうな異議の申し立てるその期

間あるとかいうのはなかなかご存じない部分が、非常に多いと思います。こ

ういう法律に関わっておらない方がほとんどですから、しかしこれは法律で

そういうふうな何か異議の申し立てがあれば、公告縦覧ができるという整備

になっておりますから、ほとんど。これは知っとる知らんというふうなこと

ではありませんし、今回の場合はですね、知らんというお話でしたけれども、

ご存じであったというふうなことも私は伺っておる次第です。それからもう

一つはですね、このお宅はどう思われますかということなんですわ、あそこ

の道は。どういう道路の位置づけだというふうに思われますかということを

私は尋ねたい。 

○議長（小林一則君） よろしいですか。 

 奥川直人君。 

○１０番（奥川直人君） 質問いただきましてありがとうございます。あれは

私は農道だとこのように思います。それはですね、あの道路は一般的には私

は農道だという住民の方も認識を持っておられる。支障がないと町が言うと

るのはですね、支障がないと思とるたけでね、あれ横断するのに非常に危険

なんですよ、コンバインでも田植え機でもトラクターでも、でも住民の方は

危険を承知でですね、あの道路を利用されておるわけですよ。横断して。だ

から町は勝手にそれは支障ないっていうこと事態がね、私は認識が甘いとこ
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のように思います。 

○議長（小林一則君） 辻村町長。 

○町長（辻村修一君） 新しく議員に就任された時に町の将来計画とか、総合

計画とかいろんなものの説明も聞かれたと思いますけれども、議会の中で平

成１３年にも、この時は就任してもらっておらんわけですけれども、その後

の資料等はご覧をいただいておると思いますけれども、承認をいただいて、

この農地の中心部にかかるところの農用地の幹線道路の沿線地には市街地と

いうふうなことの計画もできるのではないかというふうな都市利用計画が議

会で認められておるというふうなことも、是非承知おきを願っておきたいと

思います。 

それと現状を見られたらほとんどの方がわかっていただくんやないですか、

あれが農道か幹線道路かということは。莫大な町としての交通安全対策の費

用をかけてきたわけですよ。歩道橋ができ３ｍの自転車歩行者道ができ、普

通の細かい農道とは違うんです。以上です。 

○議長（小林一則君） 奥川直人君。 

○１０番（奥川直人君） その土地の利用計画も見させていただいています。

でもその計画は、具体的にそうだという形はこういう農業振興計画の中です

るんじゃないんですか。総合計画でそういうことも決まっておるんですか、

そうじゃない筈ですよ、具体的な計画はそういう除外、農振の計画の中で僕

はすると、このように認識をしております。お金をかけたって、あれ大事で

すやんか、有田小学校へ通るのに歩道橋、絶対必要ですよ。農道であろうと

何であろうと、私はそう思います。 

○議長（小林一則君） 辻村町長。 

○町長（辻村修一君） 主要道路としての位置づけはどうかというふうなこと

のお尋ねでございましたから、そういうお答えをしたということです。 

○議長（小林一則君） 奥川直人君。 

○１０番（奥川直人君） 主要道路って、そういうルールがあるのかどうかと 

いうことであります。たまたま今回はそういうことで主要道路という位置づ

けになったのかですね、過去から主要道路なのか、また主要道路って他にあ

るんですか。こういうことを聞きたいと思います。 

○議長（小林一則君） 辻村町長。 

○町長（辻村修一君） 主要道路とか主要道路でないとかというふうな位置づ

けも、ありますけれども、それはどなたもがその町のほ場の３００ヘクター

ルの真ん中に走っておる、そして交通量からしてですね、あるいは道路の形

態からしてそれは理解できる道やないんですか。 

○議長（小林一則君） 会計管理者 前田浩三君。 
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○会計管理者（前田浩三君） 主要道路の位置づけということでのお尋ねで

ございますので、３月定例会に私ども町道の認定というのをさせていただき

ます。その時にもご説明申し上げましたけれども、町道の種類といたしまし

ては１級、２級、その他という分類をさせていただいております。それで１

級につきましては主要幹線、これは集落間を結ぶ幹線または他の公共施設で

すね、そういったものを結ぶ幹線、２級はそれに準ずる。その他につきまし

ては住民の方、一般利用者の方が生活に主に利用される道路ということでご

ざいます。それで今、奥川議員おっしゃって見えます農道につきましては、

これは農業を主に利用される道路という位置づけになろうかと思います。そ

れで現在おっしゃって見えます道路につきましては、町道の1級田丸世古線

そういった名称で認定をさせて頂いております。それとそれ以外にというこ

とでお話がございますけれども、奥川議員お住まいの原から宮古冨岡線とい

った原冨岡線という主要幹線道路もあります。いくつもございますけれども

一番地域的に分かって頂ける部分ということで、2路線を説明させて頂きま

したがその中で当初の目的といいますか、当初に建設をされたというのは圃

場整備と併せて建設されたのは間違いございません。その中でも当時から６

ｍの幅をこれは幹線道路としての位置づけを持つ農道として整備がされまし

た。まだサニー道路が出来ておらん当時でございますけれども、町を南北に

縦断する主要な幹線ということで位置づけをして、またそういった管理をし

てまいっております。 

  先ほどの原冨岡線につきましても町の南北地域を東西に縦断する道路とし

て幹線道路としての位置づけして管理をしておりおります。当初の目的も含

め現在におきましても大事な町の幹線道路というふうに認識をしております。

以上です。 

○議長（小林一則君） 奥川直人君。 

○１０番（奥川直人君） 前田課長ありがとうございました。要は主要道路で 

農地が分断されるかということなんです。私の聞きたいのは、だからその主

要道路があるから農地はもう分断しとんのやということになる、その道路は

主要道路はよくわかるんですけども、確かに原も走ってますけれども、それ

で分断をする認識があるのかどうかということを、最後にお聞きしたいと思

います。 

○議長（小林一則君） 辻村町長。 

○町長（辻村修一君） 主要道路としての位置づけを行っておるということで、

したがって分断をしておると、こういうことです。 

○議長（小林一則君） 奥川直人君。 

○１０番（奥川直人君） 分かりました。それはですね、いろんな意味で皆さ
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んが協議をしてもらったら私はいいかなと。でもそういうことはですね、今

後この農地のいろんな開発をしていく中ではですね、非常に大事なことだと、

国もそれは認めてないことでありますんで、その辺は県国町とですね、よく

協議をして進めていく検討していく、こういうことが大事かと思います。 

 次の回答はですね、町は近隣に住宅もあるわけです。新しく建てられた住

宅もあるわけですが、営農に影響があるとは聞いておらず今回は０．３ヘク

タールであり大きな影響はないと判断した。またこの土地は空中散布も希望

者のみの散布であり、全てに一斉防除を行っている状況でない、トラクター、

コンバイン、田植え機等がこの道路を横断し作業を行うことについては、大

きな支障とはなりえないというふうに、行政がその道路なりその土地を言う

とるわけでありまして、現状はその住宅周辺で、玉城町にもいろいろあるわ

けですけれども、耕作されている方々が現在苦情が本当にないと思っておる

かどうか。それは農家の人が気をつけているから苦情が出ないんじゃないで

す。従来どおり朝涼しい時に草刈りをするとかね、いうふうな現状は今まで

自由にできた。でもそれが規制されてですね、北風の吹く日は田んぼをトラ

クターでおこせない、埃がたつからと。そういうふうな支障がないとこれは

おっしゃっておるんでですね、それと空中散布もね、隣の方はたぶんやられ

ておると思うんです。その空中散布ができなくなる筈です。そういった時に

どのようにされるのか、その辺のお考えはですね、どのようなご配慮をされ

ておるのか、お聞きをしたいと思います。 

○議長（小林一則君）町長 辻村修一君  

○町長（辻村修一君）玉城町の現状を眺めていただいて、この農地がある住宅

地があり、いろんなその工場がありというふうなことでありまして、議員も

営農されておられるからご承知やと思いますけど、やはりそれぞれがお互い

が気をつけて、ええ環境の中で暮らしができる。農家の人はそのそういう消

毒の時には、隣の住宅地の方に迷惑かけないというふうなことも心遣いとい

うふうなものをしながら、生活を営んでとる営農をしておると、こういうこ

とでありますからですね、これはお互いが気をつけてもらう。そして以前は

有人ヘリコプターで大型のヘリコプターで空中散布というふうなことであり

ました。私も直接そういうふうなところに関わったり、無人の時もそうであ

りましたけれども、最近は無人で、そしてできるだけ周辺の皆さん方に迷惑

のかからないような配慮、こういうふうなものを心掛けておられるわけであ

りますから、それはできるだけ町にも人が住んでもらう、あるいはお互いに

いま住んでおられる人同士がですね、気をつかっていきながら暮らしていく

というふうなことは一番大事なことであります。そんなふうに思っています。 

○議長（小林一則君） 奥川直人君。 
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○１０番（奥川直人君） そういう町づくりがね、町長あなたがやる仕事です。

あのね、町は近隣に住宅もあり、これまでに営農に影響があるとは聞いてい

ないと。こういうことを私は行政が机の上で考えた文章だと。本当にいって

聞いたんですかということを私は聞いているです。お答えください。 

○議長（小林一則君） 辻村町長。 

○町長（辻村修一君） これは直接現場にいかなくっても、玉城町の小さな町

でどこでどんな人が住んでおって、どこでどんな耕作をして、そしてその隣

の勤労者の住宅地は誰の家やというぐらいのことは、それぞれの所管がよく

承知しておりますから、一々現場へいかなくっても状況は十分掌握できてお

るはずです。 

○議長（小林一則君） 奥川直人君。 

○１０番（奥川直人君） 私は昔、会社で仕事をしておりました。一番大事な

のは、現場、現物、そしてこの現時点、瞬間が大事やと、こういう私は仕事

の教育を受けてきました。行かなくてもわかっておる、そんなことでね私は

正しいそういう判断なり見極めが、役場の方は頭がいいんで、そういうこと

ができるんかなというふうに思いますけども、そういうことは私はありえな

いと。足を運ぶ。こういうことが本当に今の行政に大事じゃないんですか、

そう思いますけど。今回ですね、分家住宅ができた場合に町長はその辺へ近

所の人やその辺に苦情がでないようにすると、抑えてくるわというふうに言

っておられるようですが、その施策はあるんですか教えてください。 

○議長（小林一則君） 辻村町長。 

○町長（辻村修一君） さっきのご質問で現地へもいかんとかいうふうなこと

で、現地がわかっておるから、そういうお答えができるとこういうことなん

です。それはＪＡなりですね、町の関係の職員らはそれぞれの立ち会いもな

んやかいしておったわけですから、現地の様子はわかっとるわけですわ。そ

してその転作等の現地確認にも出ておるわけですから、わかっとって言うと

るわけです。 

○議長（小林一則君）１０番 奥川直人君 

○１０番（奥川直人君） 苦情がでないように町長はすると、おっしゃってら

れるそうですけども、そうされるんですかという質問です。 

○議長（小林一則君）町長 辻村修一君 

○町長（辻村修一君） 苦情がでないようにするちゅうのは、これはこれもお

互いのことでそこに開発、そこではなくって開発が伴う新しく家が建つとい

うふうなことになりますと、当然周りに迷惑をかけないというふうなことは、

これは常識でありますし、それぞれの中でこちらのほうも各課にわたってで

すね、業者の皆さん方に対しての誓約を求めていくと、取り交わすというふ
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うな中で開発をしていくということでありますから、これはもう迷惑をかけ

ないようにしてもらわなけりゃなりません。そういうふうな手続きも町とし

て指示をしておるということです、していくということです。 

○議長（小林一則君） 奥川直人君。 

○１０番（奥川直人君） それでは続きまして、それでは農業振興計画という

のがあります。これも回答の中にあるわけですが、農業振興計画及び農業の

振興に関する計画については、今後の考えについて町は次のように回答をし

てます。まあその計画をどのように整合性を持ってやっていく、作っていく

んですかという質問なんですが、町は今までは玉城町の今回の計画策定及び

変更にあたっては、農振除外の件ですが、従来から関係土地改良区、農協、

農業委員会の意見を聞いた上で、法令に定められた公告縦覧など手続きを行

うことにより地域住民の意見を聞く機会を設けた上で策定、変更をしており

ます。町長は先ほどね、今年進めてきた経過はこうですとこう言っているわ

けです。今後どうするのかという回答を見ると、今後も法手続きの中で農業

委員会、農協、土地改良区並びに地域住民の意見を聞き、聞く機会を設けた

上で、ここが違うんです。反映できる意見については計画に反映できるよう

に検討を行います。 

 この反映できる意見とか否かというのは、今回の場合でも出ていたはずな

んです。でもそれで今までのやり方とですね、町長、町長今後のやり方はど

こがどう違うんですか。これたぶん国もこれ見てわからないと思います、こ

の回答では。 

○議長（小林一則君） 辻村町長。 

○町長（辻村修一君） 今後の考え方ということで当然法律に定められており

ます手続きを踏んでいく中で、それぞれのいま申し上げた関係する段階の皆

さん方の意見を聞く機会、そして反映できる意見については計画に反映でき

るように検討をしていくという考え方でありまして、反映できるというのは

どういうことかと、それはやはり町全体を眺めていくということが大事だと

思うんですよ。 

 町のやはり農地を守る、そしてしかしその一方で住宅地、定住化も進めて

いかなければ町として衰退をしていく。あるいはいろんなショッピングある

いは商業施設もいるというふうなことになるわけでありますから、あるいは

公共施設もいるということになるわけでありますから、町としてどんどん人

口が発展をしていくというふうな予想の町でありますから、そうした全体の

バランスを考えた中で町として判断をしていくという考えが、いろんなそん

な中で反映できる意見については、計画に反映できるようにしていくという

ように表現をしておるわけでございます。 
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○議長（小林一則君） 辻村町長。 

○町長（辻村修一君） 今までの私は３人目の一般質問をさせてもらっており

ますが、同じような回答であります。意味、方策、夢、けじめ、こういうも

のがない回答であるし、考え方だとこのように判断をさせていただきます。

この問題が昨年から起きて１年９カ月たったわけであります。この町長、課

題に対し問題をずっと継続していろんな作文もつくってもらいました。もし

反省点があるんであればお聞きをしたいと思います。 

○議長（小林一則君） 辻村町長。 

○町長（辻村修一君） 総合的な町全体の土地利用というふうなものをどうし

ていくのか、町の活力をやっぱし付けていくことが非常に大事でありまして、

農地、住宅地のバランスというふうものがやっぱり保っていくということが

大事であります。そして今までの中では当然いろんな現象がありました。町

内でも議員さん他の皆さん方もご承知のような、各地内においてもだいたい

年間５、６件、１年に５、６件あるいは５反ないし１ヘクタールの除外があ

ったわけでございますが、そういった実態もやっぱし踏まえてですね、そし

てこれが絶対に虫食いがあると、現状は虫食いのとこもございます、ぽこん

と田んぼの真ん中に。そういうふうな形になってはいかんわけであります。

こういうことをやっぱしどう守っていくかというふうなことを、これからや

っぱし真剣に考えてかなあきませんし、もう一つはやっぱしそういうことを

厳格化していくというふうなことが、今回の農地法改正なんです。１２月に

施行がされるということになっておりますから、更にこの農業委員会の農業

委員の皆さん方におかれましても、このことも十分ご理解をいただきながら

玉城町の発展、玉城町の優良農地を守っていくことがやっぱり力を入れてい

きたい、私も思っておる次第です。 

○議長（小林一則君） 奥川直人君。 

○１０番（奥川直人君） 意見、方策、夢、けじめ、またそういう答弁です。

こんなもん昔からずっときているんですから、今までの反省がずっと積み重

ねられていると私は思うんです。それでですね、今から考えないかん、今か

らやってかなあかん。こういう話ではね、一歩も私は前へ進まないと思いま

す。あまり大きな反省がないということでありますんで、私は反省があって

進歩するんで、世の中の変わっていくように、またやっていくというふうな

町長の答弁ですんで、次、農家分家住宅これが非常に大事なんです。農振及

び農業委員会においてやむなくもう転用が許可されたというふうに私は伺っ

ています。農業委員会の承諾、条件付き賛成の条件を町が聞かないままに、

もう既に県に農業委員会としてはオッケーだという転用許可を出しておるそ

うでありますが、役場はこの建てられる住宅を、今度あそこへ住宅ができる
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予定なんです。それが、農家分家住宅と限定し許可をしたと、みんなが心配

しているのは、本当に農家分家住宅で農家の次男、三男か住む農家分家住宅

なんでしょうかということであります。 

 そして役場の回答にもこうあるんです。農業経営者の分家住宅の提供に期待

ができる。玉城町の優良農地これは町内の農家の分家が住む住宅にしますよ

と、こういう形になっています。玉城町の農家の方が住む分家住宅、これは

この玉城町の農地を守るために、１筆にまとめましたと。現状は虫食いでど

こどこさんの隣に分家住宅が建つとか、虫食い状態になっておるとこをです

ね、玉城町としては一括してそこへ住んでいただく分家住宅にするというこ

とで、県に聞いたらこれはすばらしいことやと、先進的なことだと。県はこ

うおっしゃっています。でもそんなこと本当にできるのという心配をしてい

ますけれども。 

○議長（小林一則君） 奥川議員、予定の時間が経過をいたしましてですな、

申し合わせ事項を遵守していただいて終結を願いたいと思います。 

○１０番（奥川直人君） 分家住宅だけ聞けませんかね。 

 分家住宅だけ回答いただいて、後、終結するというふうにします。非常に重

要なんです。        

○議長（小林一則君） 町長 辻村町長。 

○町長（辻村修一君） 農家の分家住宅の定義というのはありませんけれども、

やはり私も前申し上げましたように農業に何らかの形で関わるというか、農

業に何らかの形で関係あるというふうなことを言ったことがございますけれ

ども、農家に生まれた人が必ずしも農業を従事するということも現状として

はないわけであります。そこに兄弟の方や後継者の方がいればですね、農家

に生まれてもやはり営農をしないという現実が玉城町の中でもあるわけであ

りまして、そうしたらその人らの住宅はどうやと、農家の兄弟やけども農業

に従事せんけども、その人らの住宅どこへ求めんの。やはり大きな意味では

玉城町の全体の農業町としての全体のやっぱし農業を守っていくということ

にも、私は大きな意味で理解ができるのではないかと、こんなふうに思って

おる次第でございます。そういう考え方も持っておりますので、よろしくお

願いします。 

○議長（小林一則君） 奥川直人君。 

○１０番（奥川直人君） 議長、申し訳ございません。時間が少し延びまして

話を最後にまとめさせてください。私は今回の農振除外の円満解決の道とし

ての方策があると、このように思っています。それは農振除外し農地転用許

可もですね、農業委員会で正式了承を得ずですね、先ほど申しましたけれど

も、県の農業委員会にかけられ認可をされたわけであります。地権者及び代
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理人の方に私は言いたい。玉城町有田地区の住民の方であるわけですから、

その方は。そして辻村町行政を支援されていると思います。今回、歴史に残

る負の辻村行政の遺産とならないように、今回このように混乱を招いた状況、

そして町長の立場また玉城町の農業振興や住民の意見等を、尊重いただいて、

この土地を従来の農地で維持していただければ、ありがたい話であります。 

 そして玉城町として今後の農政を見直す良い一つの事例となるように、是

非ですね、その辺の地主及び代理人の方は寛大な判断をいただくように期待

をしております。そして分家住宅につきましては、他にはこういうルールが

各市町でつくられておりますので、玉城町としても町長おっしゃいましたけ

れども、そういうルールを是非つくっていただきたいと、このように思って

私の一般質問とします。 

○議長（小林一則君） 産業振興課長 田間宏紀君。 

○産業振興課長（田間宏紀君） ただいま奥川議員のご発言の中で、まず１点

目、県の同意が得てないというふうな、県も反対しておるというふうなお話

がございましたが、こちらにつきましては農振の申請につきましては、昨年

２０年１０月１５日で文書を持って三重県より異議なしの回答を得ておると

ころでございます。また先ほど農振、農転の農業委員会の正式な了承を得て

ないというふうな発言もございました。こちらにつきましても農地転用につ

きまして、農業委員会のほうで７月１６日に転用の許可の審議を行ったとこ

ろでありますので、申し述べさせていただきます。 

○議長（小林一則君） 以上で、１０番 奥川直人議員の質問は終わりました。

 せっかく４項いただきながら１項目で終了したというのは、かつて今まで

あんまりなかったような質問の形態になっていったということなんですけど

も、これは皆さん今後の課題として、いろいろお考えをいただきたいと思う

んですけれども、次に進めさせていただきたいと思います。 

 

○議長（小林一則君） １１番 野口繁君の質問を許します。 

○１１番（野口 繁君） 失礼いたします。前段の議員さんなかなか熱心でご

ざいまして、３項あたりか質問できなかった状態でございます。私、今回３

項目の質問をさせていただきます。新田町地区農道整備について。２番目に

大仏山地域の整備について。３番、西尾市の農地の面的集積につきましての

３項目をお願いするわけでございますけれども、このまず第１に新田町地区

の農道整備の測量に国調で実施し、約３億円の費用がかかると説明を聞いた

が、これはただいま奥川議員が質問をされておる中で、地籍調査は三重県で

どんな進行状態になっておるのかというようなことが質問がされておるわけ

でございますけれども、３億円というと町内全域の測量ができる金額になる
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んじゃなかろうと思うんでございますけれども、今回新田町地区の測量面積

はどれほどになるのかをご質問させていただきます。 

○議長（小林一則君） １１番 野口繁君の質問に対して答弁を許します。 

 町長 辻村修一君。 

○町長（辻村修一君） 新田町地区のこの地籍調査についてのご質問でござい

ます。３億円の数値についてどういうことかということでありますけれども、

この測量費用は以前の妙法寺、新田町の区画整理事業の際の測量、つまり換

地、登記等の総額を申し上げた数字でございまして、今の段階でこの地域の

エリア、約２２ヘクタールでございますけれども、これを地籍調査しようと

いうことになりますと、予定といたしまして約２千万ないし３千万の費用が

かかるのではないかなと、こういうふうに試算をしておるところでございま

す。以上です。 

○議長（小林一則君） 野口繁君。 

○１１番（野口 繁君） 一回前回の議事録等を我々に説明を受けましたが、

国調で約３億円という数字を聞いたわけでございます。この町長２２ですか

いな、今回新田町地区の該当地域はですね、２５．４と違いますか。妙法寺

が抜けますと２２やったかと思うんですけども、この県のヘクタールの１ヘ

クタールあたりの平均単価が３０万から５０万という設定がされておるわけ

と思うんでございますけれども、やはりそうなりますと、その新田町地区だ

けでも、約２千万ぐらいでは十分すむと、全部の総計ですね、いうことにな

ると思うんでございますけども、いかにも大きな数字でございますので、奥

川議員が県内の地籍調査によります進歩状況が計算して、玉城町はどんなこ

とになったかということで、３億やともう全体的でもまだ余るんと違うんで

すか。そう思いますけれども、それで前回の平成１１年１０月２０日におき

ました新田町、妙法寺地内の土地区画整理事業の議事の説明によりますると、

現状の面積では３７ヘクタールということで施行の予定地が２５．４ヘクタ

ールというな数字が過去に出とるわけでございまして、妙法寺の地区を省き

ましても大体２２、３か２５ヘクタールというように判断すると、ただいま

町長が言われました、県の最高の４０万円をとりましても、１千万円ででき

るような数字と思うんでございますけれども、いかがでございましょうか。 

○議長（小林一則君） 辻村町長。 

○町長（辻村修一君） 先ほども説明申し上げましたように、以前の妙法寺、

新田町の区画整理事業の中での費用を３億円というふうな形で見積もってお

るということで説明を申し上げたとおりでございまして、ここでは先ほど申

し上げましたように、２千万ないし３千万とこういうことでありますし、ま

だこのことにつきましてはこれから、県に対して２２年度の予算要望という
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のがやっぱり協議していくという段階でございますから、その今の数字が高

いとか安いとか、これから幾らになるかとか、そんなまだ詰まっておりませ

ん。これからのことですので、一つご理解をいただきたいと思います。 

○議長（小林一則君） 野口繁君。 

○１１番（野口 繁君） 来年度の予算にいま計上して県へ向いて要求される

と思うんでございますけども、どういうふうなことを２２年度に予測して予

算要求されるのか、全部初めから終わりまで予算要求していくのか、また人

夫賃とか境界の立ち会い、部分的な数字をあげてやっていく数字なんか、ま

た再測量で総トータルでやっていくのか、その点につきましてお聞かせ願い

たいと思います。 

○議長（小林一則君） 建設課長 森島千里君。 

○建設課長（森島千里君） ただいまのご質問ですけれども、平成２２年から

２８年を目標、計画をいたしております。先ほどおっしゃいました地籍測量

の費用これは１ヘクタールあたり３０万から４０万で、町長ちょっと説明を

いたしたところは区画整理の皆さんから要望と、議会のほうから陳情があっ

た部分、区からの部分、その面積が２２ヘクタールであって、新田町全域を

区域ととりあえず事業計画をいたしております。地形の関係もありますし、

筆数もあることによって２千万から３千万程度の予算という形になります。

２２年度に関してはその準備段階として約８００万程度というような形でま

ず予算要望を現在いたしておるというところでございます。以上です。 

○議長（小林一則君） 野口繁君。 

○１１番（野口 繁君） 町長あなたは３億円と言われましたけれども、新田

町妙法寺地区へ向いて投資した金額は８千万ではなかったかと思うんですよ。

国調で私たちは３億円かかるということで驚いたわけでございまして、勘違

いなされておるんじゃなかろうかと思うんで、それだけ指摘させてもらいま

す。それはそれで結構でございます。この今回ですね、地元の農道整備につ

いて希望の路線が提示されておるわけでございますけれども、ただの農道と

してだいたい６メートルか４メートルか知りませんけども、筋をつけてでき

るだけ低い高さで路面とほ場からですね、普通の場合農道でございましたら

３０センぐらいの高さでずっとやっておって、排水なんか全然考えずに、そ

のほ場へ向いてみな流しておるのがこれまでの道路構造でございますけれど

も、そうなりますると一定の勾配でもとりますと一番上のほうでは相当な高

さになってくると、また下では相当な面積を換算しなければならないと思い

ますのですが、基本的な考え方等はまだ考えておらんと思いますが、先へ 

言うてあかんのでございますけども、基本的な考え方としてどういうふうに

町当局、担当者は持っておられるのか、お聞かせ願いたいと思います。 
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○議長（小林一則君） 建設課長 森島千里君 

○建設課長（森島千里君）計画でございますけれども、今から計画をいたすも

のでありまして、一般的には考えます農道という形ですけれども道路として

は４メートルから６メートル程度のものを考えていく。また排水関係につい

ては現状に合わせたような形の中で外城田川の水系へもっていくか、古川水

系へ持っていくか、これから測量等をいたして検討いたしていくということ

でございます。以上です。 

○議長（小林一則君） 野口繁君。 

○１１番（野口 繁君） 町長、この古川ですね、一応県営事業で今伊勢市と

玉城とやはり県として改良区へむいて移管して、それから市町へ向いてのこ

とがございますんでこれ相当な時間がかかると思うんでございますけれども、

その点につきまして町は県のほうが早い機会に手続きをいたしましたならば、

この改良区から受ける意思があるのかどうかを確認させてもらいたいと思い

ます。 

○議長（小林一則君） 辻村町長。 

○町長（辻村修一君） まだ今の段階で受けるとか受けやんとか、そういうお

答えは申しかねます。十分その時点になりましたら、検討はさせていただき

たいと思ってます。 

○議長（小林一則君） 野口繁君。 

○１１番（野口 繁君） ここにあります。特に前回の都市計画のこの区画整

理事業の計画の中で、上地の方が排水につきまして３０分以上もこれに掛か

ったわけでございますので、やはりこれは古川へ流すことになりましたら早

期に解決しなければならない問題がありますので、それだけお聞きしておい

てもらいたいと思いますので、よろしくお願いします。できるだけ早くまわ

したいと思いますので、それでですね、次に移ります。 

 大仏山の地域の整備についてでございますけれども、この問題につきまし

ては、１９年５月３日の新聞におきまして膠着状態を打開しようと平成９年

と県と３市町公社でつくる事業レベルの大仏山地域連絡協議会が発足し、１

８年度までに計１３回を開かれたという記事がありました。そして平成１９

年２月１９日に初めて３市町の首長が会合、工業団地として活用を改めて県

へ求めることを確認した。この問題について関係市町は一致団結をするのが

初めという記事があるわけでございますけれども、今回またこの中日新聞さ

んによりますと、この記事によりますと、県や３市町が公園化など現実的な

着地点を探りはじめたと報道があった。大仏山地域土地利用検討協議会を設

置し本年度中に方向を出したいと新聞記事がありますが、本町は今年度もわ

ずかでございますけれども、どのようにして取り組むのか、主張はどのよう
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になるのか、一つお聞かせ願いたいと思います。 

○議長（小林一則君） 辻村町長。 

○町長（辻村修一君） いま説明のあった通りでございます。全体で９４ヘク

タールの土地を昭和４０年代から住宅供給公社があの大仏山で取得をして、

そしてその内の４２町歩につきましては公園やスポーツ施設として整備して

きたと、こういうことでございます。そして３０ヘクタールについては自然

対策やアスレチックのできる地域としての計画がいまされておると、こうい

うことでございまして、現在は土地開発公社が所有をしておるということで

ございます。残りの２２ヘクタールをどうするのかと、こういうことでの土

地利用の検討協議会が今年の３月に設置されました。関係者は副知事をチー

フにいたしまして政策部の理事、そして伊勢、松阪の県民局長これが県のス

タッフ、そして市町としていたしましては伊勢市、明和町、玉城町とこうい

うことで構成をしておるわけでございまして、いま議員ご説明のとおり本年

度に土地利用の方向性を検討するということでございます。まだ具体的なも

のはございません。 

 そして２２年度には利用策を検討していこうと、そして２３年度には具体的

な土地利用にかかる調査をしていこうと、こういうスケジュールを組んでお

る次第でございます。玉城町は２２町歩のうちにどれだけ関わっておるのか

ということでございますけれども、０．２５ヘクタールつまり２反５畝なん

です。割合で１．２パーセント、こういうことでございますので、わずかで

ありますけれどもやっぱし構成の組織として加入しておりまして、伊勢、明

和とともに土地利用をこれからも検討していくということでございまして、

今のところ具体的なものはまだ出ておりません。以上です。 

○議長（小林一則君） 野口繁君。 

○１１番（野口 繁君） この南水の基金が１億２千万、もう底をつきまして 

ほんのわずかでございます。この計画の中ですね、住宅開発公社とこの問題

も併せて考えてもらう必要があるかと思うんでございますけど、その点につ

きましてどういうお考えかお聞かせください。 

○議長（小林一則君） 辻村町長。 

○町長（辻村修一君） できるだけ今ご質問にもございましたけれども、水利

用がある施設の建設を望みたい、こんなふうに思っています。それも要望し

てまいりたいと、できれば要望したいと思っています。 

○議長（小林一則君） 野口繁君。 

○１１番（野口 繁君） 答弁、その問題につきましては南水の問題がござい

ますので、ひとつその点につきましては力を入れて交渉していただくことを

お願いいたしておきます。 
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 時間延長お願いしますんで、早く終わるんで、それで次ですね、３番目の

西尾市の農地の面的集積についてでございますけれども、幸いいたしまして

町長はですね、総務産業常任委員会の施策で西尾市の農地の面的集積につい

ての視察をしていただきました。それでですね、町長その時にですね、どう

いう感想をお持ちなのかをまずお聞かせ願いたいと思います。 

○議長（小林一則君）辻村町長。 

○町長（辻村修一君）総務産業常任委員会の皆さん方大変熱心にご視察をいた

だきまして、私も同行させていただきましたけれども、西尾市は名古屋近郊、

名古屋から１時間程度の距離の地域と、つまり都市近郊型農業でございまし

て経営農地面積が１９６５ヘクタール、玉城町より若干約５００ヘクタール

ほど多いということでございますけれども、水稲作付け可能面積が１２７０

ヘクタールとこういう状況でございます。６５パーセント水稲、季節花卉、

季節野菜、果樹などの複合経営が多く、抹茶の原料となります呑茶のお茶も

提供いただきましたけれども、生産量は全国２０パーセントを占める状況に

あり植木や花卉の生産も盛んで、日本でも有数の園芸産地とこういうふうに

なっておるわけでございます。これらを総合的にみますと玉城町との農業環

境条件等、相当の差があるというふうに感じた次第であります。また農地の

面的集積、担い手農家の拡大の取り組みに関しては参考とはなりますものの、

農協が集積組織となってモデル事業で推進しておるという状況でございまし

た。視察で伺いました西尾市の三和地区は農用地が５５０町歩うち利用集積

面積が２１０ヘクタール、割合として３８パーセントでございまして、認定

農業者が８戸とこういうことでございます。農地の保有合理化事業を通じて

利用権設定を積極的に推進しておられて、地主から農地保有合理化法人であ

る農協に貸し、農協が認定農業者に貸し付ける方式を推進しているというこ

とでありました。農協が中心に関係機関が一体となって取り組んでおられる

という状況であります。玉城町におきましても担い手の育成、農地の集積を

同時に推進していくことが重要だと、農協あるいは県の普及センター、町の

関係機関の協力体制の強化を痛感をしたという次第でありました。以上です。 

○議長（小林一則君） 野口繁君。 

○１１番（野口 繁君） これいろいろと面的集積等の視察をさせてもらいま

すと、ほとんどが農協主体でございます。ここの西尾市の場合でも政府が面

的集積の口を切った時点での取り組みで、現在に至っておるわけでございま

して、なかなかその農協が動かん限りはなかなか難しい、現在の伊勢市農協

をみますと何にもこれ、申し訳ないんでございますけども力を入れてもらう

ことができとらへんかいなちゅうような感じがいたします。 

 先ほども小林議員のほうから担い手の問題につきまして質問があったわけ
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でございますけれども、やはりこれは農協が中心になってもらいましてです

ね、町と農協でもですね、伊勢農協やなしに玉城農協と主体になってもらい

まして、町とドッキングいたしまして何とか担い手の育成、これは時間の問

題でございますのでどうしてもこれ取り組んでやって欲しい。できたら農協

さんあたりに町の補助金等も伊勢農協やなしに、玉城農協へ向いて主任の職

員をおいてそこへ向いて指導方々そういう支援事業も、町独自でやってもら

うことはできんのかどうか、ひとつお尋ねをいたします。 

○議長（小林一則君） 辻村町長。 

○町長（辻村修一君） ＪＡに対しましても町として話し合いを進めていきた

い、こんなふうに思っています。 

○議長（小林一則君） 野口繁君。 

○１１番（野口 繁君） これ町長、真剣にやってきたと思いますが、いつも

町長は皆さんの質問でやりましょうやりましょうというようなことで、よう

けのこれ何ちゅうんか抽象的でですね、こういう答えが出ておるわけでござ

いますけれども、これ本当に時間の問題ですよ。町長。もう明日の日でもや

って欲しいですよ。一回その日を一回確約を表明してください。 

○議長（小林一則君） 辻村町長。 

○町長（辻村修一君） これもいつも申し上げておりますように、やはりこう

いう玉城町の将来の農業振興の中では農地の集積、担い手の育成というのは

もう重要課題ということは認識しておられるし、私もそのように思っていま

すから、たえずそうした全国的なモデルとなる方のお招きをして、農家の方

にも研修会を一昨年開かせていただいたりですね、いろんな取り組みもして

おるわけでありますし、そして直接ＪＡの組合長にも面談を申し入れて、そ

うしたこれからのやっぱし取り組みが重要だというふうなことも申し入れを

しておりますので、その動きが動きつつあるというふうに伺っております。

是非皆さん方も、いろんなこのことにつきましてもご協力なりいい方法があ

れば是非聞かせていただきたいなと、こんなふうに思ってます。ご協力をい

ただきたいと思います。 

○議長（小林一則君） 野口繁君。 

○１１番（野口 繁君） 町長、産業建設委員会やったか、名称がありますけ

れども、反省会をやったわけでございますよ。約１時間延々と現在の米価は

どういうふうになっておるのかということまでやって、深刻な状態というこ

ともまた感じたわけでございまして、何とかして農協へむいてお願いしよう

やないかという意見もあったわけであります。町長、農業政策について今回

の提案説明の中でですね、宮川第２期事業に関連する事業を推進してまいり

ました。ただそれだけしかないですよ、これ田川県政の時代から藤田町会議
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員が主にになって有田地区へ向いて用水路を設置しようやないかということ

で、現在もう何十年前からの問題が現在進行中でございまして、もう少し農

業問題、基幹農業産業でございますので、真剣に取り組んでもらいたいと私

は思うんでございますので、もう時間も押してございますので、できるだけ

この問題につきましては真剣に取り組んでもらうことを願いまして、質問を

終わらせてもらいます。また次の機会にお願いいたす問題がございますので、

よろしくお願いします。ありがとうございました。 

○議長（小林一則君） 以上で１１番 野口繁君の質問は終わりました。 

 

○議長（小林一則君） 昼食のため１時１０分まで休憩といたします。 

                    休憩 午後 ０時０５分 

 

                    再開 午後 １時１０分 

 

○議長（小林一則君）再開致します。休憩前に続きまして一般質問を行います。 

 次に、３番 山本静一君の質問を許します。 

○３番（山本静一君）通告書にしたがいまして質問させていただきます。１９

年度の決算を見ておりますと、たくさんの負担金が支払われ総額だいたい２

億９千、約３億ございます。この中にも明確にわかる伊勢広域環境組合とか

菊狭間施設組合等が見受けられますが、中にはなかなかそういう支払い内容、

判断しがたいものも見受けられると思います。これらの負担金はそれぞれ支

払い先により支払い根拠も違うと思います。またその玉城町予算の編成及び

執行に関する規則第２０の３項で交付金、補助金、負担金は流用できないと

いう制限になっておりますので、そういう負担金支払金のどういうふうな支

払根拠をご説明願いたいと思います。 

 それともう一つは２つ目でこれらの支出先の支出内容の見直しが、私は必要

でないかと思います。その２点目でございます。 

○議長（小林一則君） ３番 山本静一君の質問に対し答弁を許します。 

 町長 辻村修一君。 

○町長（辻村修一君） 山本議員のご質問に対してお答えを申し上げます。質

問の事項といたしましては負担金と交付金についてということで、交付金、

負担金の支出の根拠そして支出の見直しをしておるのかどうかと、こういう

ことのお尋ねでございます。 

 交付金につきましては基本的に国や地方公共団体が法令に基づいて他の団

体に交付する財政援助のための資金ということでございます。また負担金は

国または地方公共団体が特定の事業を行う場合にその経費にあてるために、
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その事業に特に関係のあるものから徴収をする金銭ということでございます。

したがいまして交付金は法令等の根拠に基づいて支出をするものでございま

す。また負担金は特定の事業を実施するにあたりまして、その関係者の中で

合意形成がなされまして、そして幾らの負担金をいただくかというふうなこ

との負担金の額が決定をされると、こういうものでございます。 

 支出の見直しにつきましては、当然のことながらそれぞれ関係をいたしま

す市町、団体などで見直しをしながらですね、そして最小の費用で最大の効

果が発揮されるように、常に見直しをしておるという状況でございます。以

上でございます。 

○議長（小林一則君） 山本静一君。 

○３番（山本静一君） 町長の答弁をいただきまして、負担金は国地方が特定

事業を行う場合に支払うということで、この答弁をいただきましたけども、

地方公共団体ですか、そういうふうに国の事業とか、地方の事業はわかるん

ですけども、近隣市町村でお互いにそういうふうな合意のもとに、何々連絡

協議会とございますけども、これはなんか支出状況をみておりますと、何か

会費的な要素があると思うんですけども、これはどういう根拠で。 

○議長（小林一則君） 辻村町長。 

○町長（辻村修一君） 山本議員のご質問の近隣の市町で、組織がなってそれ

ぞれ会費的なといいますか、支出がなされておることの見直し等でございま

すけれども、それにつきましては当然その構成するただいまもお答え申し上

げましたように、構成する自治体ごとの中でその組織の中に参画をしておる

自治体としての当然事業内容の見直し、そして決算報告等々の中で次の年度

はどうしていこうと、増やしていくか減らしていくかとか、あるいは事業内

容をどう見直していくかと。そのことに対してそれじゃどんだけの費用がか

かるかということのそれぞれの参画しておる市町、お互いの協議の中で決定

をしておるということでございます。 

○議長（小林一則君） 山本静一君。 

○３番（山本静一君） 町長答弁で見直しの方へ踏み込んでいただきましたけ

ども、これらの市町村関係のそういう連絡協議会等を見てまいりますと、古

くから設置されて既に当初の目的を達していて、見直しが必要でないかとい

うのも多々僕は見受けられると思うんですわ。例えばその公民館連絡協議会

というのは県もございますけども、度会公民館連絡協議会もございます。こ

の県の公民館連絡協議会は昭和２４年に設立され、当初の目的は公民館施設

設備の充実、専任職員の増員、待遇改善というこういう目的で当初設立され

ております。現在また５つの目標がございますけども、それは全国大会の参

加、東海大会の参加、県大会の開催ということでございます。そして度会地
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区連絡協議会の決算の支出を見てまいりますと、８９パーセントが県の連絡

協議会の負担ということになっておりまして、度会公民館連絡協議会の本来

の活動が目ぼしいものが見当たらないということで、設立当初からもう長く

経っておりますし、本来これらは当初の目的を既に達しておりますので、私

は不要でないかと思うんですけれども、その点はどうですか。 

○議長（小林一則君） 教育長 山口典郎君。 

○教育長（山口典郎君）議員ご質問の度会郡公民館連絡協議会及び県の三重県

公民館連絡協議会ですけども、それぞれ公民館活動で社会教育主事さんを中

心とした研修会をやっていただいておりまして、そのいわゆる研修会等に参

加する費用、それからその企画する費用という形での県のほうへ昨年度です

か、２万４千９００円、度会郡のほうへ２万６千９００円の支出をさせてい

ただいております。以上です。 

○議長（小林一則君） 山本静一君。 

○３番（山本静一君） 研修とおっしゃいますけれども、どういう研修内容か

わかりませんけれども、公民館の利用といいますのは町民の要望等を含めて

創意工夫で運営できると思うんですわ。それが一番ベターな方法だと思いま

す。だからどういう研修かわかりませんけれども、もうこれは当初の目的は

既に達しているので一回見直しが必要ではないかと私は思っております。 

○議長（小林一則君） 山口教育長。 

○教育長（山口典郎君） 公民館活動については少し初め当初は非常に広がり

があったんですけれども、最近確かに停滞もしております。ただ新しいもの

が最近たくさん入ってきておる中で、講師等の紹介等もしていただいており

まして、公民館活動も新しいものを積極的に取り入れていくということで情

報提供をしていただいておるところであります。以上です。 

○議長（小林一則君） 山本静一君。 

○３番（山本静一君） 教育長のご答弁ですけれども、その度会のその支出が

８９パーセントも県への負担というのはどうも私も合点いきませんし、今後

見直しが必要でないかと私は思っています。 

 それからますますこれから新しい時代に則した負担金のそういう需要も見

込まれます。しかしこういう古いやつをいつまでも置いておきますと、組織

の拡大があって新しい負担にあわせて、ますますそういうふうな財政負担が

増えるんではないかと思いますので、やはり一応見直しを古いやつ、本当に

必要かどうか精査をする必要があると思うんですけども、その点町長如何で

すか。 

○議長（小林一則君） 辻村町長。 

○町長（辻村修一君） これはですね、こういうその支出は不要不急のものな
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のか、あるいはその目的が達成されたのかどうなのかというふうなことをサ

ンセット方式とかいっていろんな考え方も持ちながら、たえず見直していく

ということはこれは必要なことでございますし、町としてもこれも率先して

行財政改革の取り組みをしてまいりましたし、いろんな集中改革のプランを

もとに見直しをしてきておるということでございます。具体的にはそれぞれ

の各予算編成の段階で、聞き取りをしながらそしてそれぞれの支出が妥当な

のかどうかというふうなことも全て決算に基づくあるいはまた予算編成の段

階でチェックをしながら、そしてこれからの新しいその取り組みというふう

なものも、たえずその段階で協議をしながら見直しをしていくという考え方

でおりますので、これからもそのことに取り組んでまいりたいというふうに

考えておりますので、よろしくお願い致します。 

○議長（小林一則君） 山本静一君。 

○３番（山本静一君） ここの負担金の内容を見てまいりますと、金額は少な

いものもございます。だいたいこれらはそういう負担金の額、負担金がです

ね町政に大きく影響しないと、関心も薄くなりがちだと思うんです。だいた

いこう見ておりますと状況で会費的に払っておると、来たやつをこのまま払

っておるという感じもございますので、国県はともかくといたしまして近隣

市町村とのそういうふうな各負担金はお互いに協議連絡して精査して、必要

な方向で不必要ならばそういうふうな廃止とか、そういう方向で進んでいた

だきたいと思います。そういうこと財政厳しいおり、多少でもそういうふう

な経費削減が必要と思いますので、是非ともそういう見直しの方向で進んで

いただきたいと思います。以上で終わります。 

○議長（小林一則君） 以上で、３番 山本静一君の質問は終わりました。 

 

○議長（小林一則君） 次に、５番 鈴木加奈子さんの質問を許します。 

 ５番 鈴木加奈子さん。 

○５番（鈴木加奈子さん） ただいま議長のお許しをいただきましたので、通

告にしたがいまして一般質問をさせていただきます。 

  特に今回の場合には非常に具体的なまた派遣切りであるとか、倒産だとか

そういったことの中で大変住民の皆さんが苦しんでおられる時でございます。

それだけに出来る限り制度の活用をしやすいようにし、活用を進めていくよ

うにという願いを込めまして質問をさせて頂いております。それに先だちま

して、先に選挙がございまして大きく民主党さんが勝利を致しました。国民

の多くの方たちがやはり小泉政権以後、年間２２００億円という福祉費の削

減が毎年毎年行われたというそんな中で後期高齢者医療制度なんかが作られ

たりとか、介護保険制度が悪化しましたりとか、いろんな問題がございまし
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て国民的な力によって大きく立ちはだかっていた壁が一つ崩すことができた 

このような感を持っております。今後は町民の皆さんとともにこれまで取り

組んできました後期高齢者医療制度の廃止等、取り組み、また障害者の自立

を妨げる自立支援法、これを廃止するという方向に、またいい方向にいろん

な制度についても、前向きに取り組んでいくために力に尽くしてまいりたい

と思います。 

 では最初に小規模工事登録の状況について、そして２番目には就学援助の

制度を活用しやすくする方策について、３番目には国民健康保険の被保険者、

病院で一部負担をいたします、お人によって１割であったり３割であったり

いたしますが、その負担についての軽減が国民健康保険法の４４条に定めら

れています。この実施につきましてお伺いします。４番目にはいま新型のイ

ンフルエンザの予防接種そういったことが準備されているのかということが

不安になったり、報道の中で不安になったりいたしますが、それと合わせま

してやはり季節性のインフルエンザもこれから加わってまいるでしょうし、

またヒブワクチンの問題についてもお伺いをしたいと思いますので、よろし

くお願い致します。 

 では最初に小規模工事登録につきまして、今年ようやくですね、今年の４

月からこの制度は動き出していただきまして、広報でもお知らせをいただき

ました。広報の５月号だったでしょうか、自治体が地元の中小の業者に対し

て仕事を作るということで、少しでも中小業者の方に仕事を回していくとい

う、そういうことのためにお願いをしてきたものでございましたが、この動

きましてまだ何カ月にもなっておりませんけれども、この状況はどんな事態

になっておりますか、効果はどのような状態でしょうか。また当然のことな

がら町内の業者さんには全てにお知らせをしていただいていると思っており

ますけれども、多くの人たちがこの内容を知っていただき取り組んでいただ

くためには、やはり仕事づくりというものも必要になってくると思います。

限度額が１３０万円程度であったかと思いますので、そうしますと一挙に例

えば町営住宅の畳替えなどをやってしまうと、この金額を超えてしまうとい

うことから、分割をして年次的に入れ替えをすると、そういった心配りも必

要ではないかと、このように思います。どのように取り組んでおられますか

ご努力のほどをお伺いしたいと思います。よろしくお願いします。 

○議長（小林一則君） ５番 鈴木加奈子さんの質問に対し答弁を許します。 

 町長 辻村修一君。 

○町長（辻村修一君） まず第１番目の鈴木議員からご質問のございました小

規模工事等の契約の状況ということのご質問でございます。前段でもご質問

もいただきましたけれども、大変厳しい経済状況でございます。やはり町の
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発注をさせていただきます事業は努めて町内の皆さん方に関わっていただく

というふうなことが重要だというふうに思っておるわけでございまして、今

回のこのご質問の件におきましては、今年の５月号で募集させていただきま

して、現在１４の業者の方が登録をいただいておるわけでございます。業種

といたしましては建築、電気、建具、その他の業種とこういうことでござい

ます。 

 そして現在までに１０件の工事業務を発注を済んでおるところでございま

す。今後におきましても小規模工事や修繕工事等を中心にいたしまして、こ

の制度を活用し町内業者の方の受注機会の拡大を図っていきたいと、こんな

ふうに考えておる次第であります。どうぞよろしくお願いを申し上げます。 

○議長（小林一則君） 鈴木加奈子さん。 

○５番（鈴木加奈子さん） よく聞きますことには分離、分割をして仕事を頼

むと経費が高くついてしまうんやというようなことを言われることもあるん

ですけれども、町長さんこの小規模工事の発注の場合は、随意契約だと思っ

ておりますので、そうしますとどうしても上限額が決まっているんだろうと

思います。そんな中でやはり分離分割をして町内の業者さんの仕事を作ると

いう、こういう努力はしなければ仕事は回っていかないと思っておりますけ

れども、この点につきましてはいかがでございますが。 

 町内の業者さんに仕事を回して、そのことによってその業者さんが息をつ

ないでいっていただく、もしかの災害の時にはそうした業者さんも含めてで

すね、相当なお世話をいただかんならんということでもございますし、何よ

りもその業者さんの元で働く人、家族だけでやっていられるかもわかりませ

んけれども、そうした方々の生活の保証ということでもございますので、仕

事をつくるというそのことについてお伺いをしたいと思います。 

○議長（小林一則君） 辻村町長。 

○町長（辻村修一君） この小規模工事というのは、金額といたしまして１３

０万円未満の工事と、こういうことでございます。やはり工事の内容を先ほ

ど申し上げましたようにいろんな業種に分かれておりますし、それぞれ専門

の事業を生業として取り組んでおられるということでありますから、これは

やはりきちっとした小規模のこちらが発注する修繕工事、あるいはどういう

業種なのかというふうなことを、明確にいたしまして契約をしていただくと

いうふうなこと以外はございませんので、その点はご理解をいただきたいと

思います。 

○議長（小林一則君） 鈴木加奈子さん。 

○５番（鈴木加奈子さん） そこのところはわかっておりまして伺っておりま

す。仕事づくりをするためにどのような努力をするかということで伺ったん
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ですけれども、どうも総務課長の方がこのことには答えをしたいように見受

けます。議長、町長さんへ向けて発信をされているみたいですけれども、私

が伺ってますは仕事づくりの努力ですね、そこをどのようになさいますか伺

いましたのでよろしくお願いします。どうぞお答えください。 

○議長（小林一則君） 総務課長 中郷徹君。 

○総務課長（中郷 徹君） 工事等を発注いたします際に、効率よい工事を進

める、効率よく工事を進める、これは工期の面でもそうでございますし、請

負金額の面でも同じことが言えるわけでございますが、効率よくこれを進め

るということを考えますと、１件の工事につきまして小規模事業者の方々に

受注をしていただくために、これを分割をするという行為が適当なのかどう

かというふうなことで考えておりまして、そのことにつきまして以前に分割

発注は難しいものがある、こういったことでお答えをいたしておるところで

ございます。合理的理由がございまして、分割をしなければならない場合と

いうのも出てまいります。こういった場合には関連した一連のものでありま

しても、場合によりましては分割発注というふうなことも出てまいりますが、

そのようなことで考えておるところでございます。なおまた先ほど町長から

お答えを申し上げております、この実績といたしまして１０件の発注をいた

しておるということでございますが、このことにつきましては私どもから見

積依頼を申し上げました件数、これと必ずしも合致をいたしておらんという

ことでございまして、見積り合わせをいたしました結果、他の事業者の方々

に請負をいただいておる、こういったことも他にあるといったことでお含み

をいただきたいと思います。 

○議長（小林一則君） 鈴木加奈子さん。 

○５番（鈴木加奈子さん） こういうご時世でございますので、この制度をつ

くりました目的をしっかりと認識をいただきまして、有効に町内の業者さん

に仕事がまわっていくように、勿論無駄遣いをせえと言っているのではあり

ませんけれども、営業を支える、これは大事なことでございます。どこかで

大変な金額を入れ込みましたよね、そんな金額を投入して何億円も投入して

と、こんなことを言っているのではないんですから、お願いをしたいと思い

ます。バランスというものが大変大事と思っております。 

 ２番目に就学援助についての制度を、これを活用しやすいようにお知らせ

をしていただくということなど、大変大事だと思っています。特にこの不況

のおりからですね、今年３月１１日文科省からの通知もまいっております。

それを踏まえた上で質問をいたしておりますので、よろしくお願いしたいと

も思います。玉城町の就学援助についてのこれは小学校あるいは中学校に入

学の前、１月の終わり頃か２月の初めころにお渡しをしているんだと思って
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おりますけれども、該当する子というのについてですね、生活保護法に基づ

く保護の停止または廃止になった家庭とか、生活保護家庭に準ずる程度生活

に困っている家庭、国民健康保険料の減免または徴収猶予の家庭、児童扶養

手当の支給を受けている家庭、その他職業が不安定などの理由で学校納付金

の減免を受けているなど、生活状況が不安定な家庭というふうに書かれてい

るんですね。これですと、これったらまあ就学援助じゃなくって、生活保護

の申請にいくかなと思うような、そういう表現の仕方になっているわけでご

ざいます。けれども実際に通常はですね、生活保護の支給金額の約１．５倍、

これが普通同程度と言われているもので、これは社会通念の考え方でござい

ますけれども、玉城町もそういう考え方で行っていると思います。 

 教育委員会には既に松阪市と八尾市の教育委員会が出されたものを参考資

料としてお渡しているんですけれども、例えば２人家庭であったら所得額で

約１９０万円、給与所得の場合やったら２９７万円、４人家族やったら所得

で２８０万円、給与所得の方やったら４１７万円、この程度の方であれば就

学援助を受ける目安となるという、この目安が示されています。以前からは

こういった分かり易いやり方でお知らせいただきたいと、このように申し上

げてまいりました。因みにこの松阪市の場合は２級地でございますし、玉城

町は３級地でございますので、金額は変わってまいりますけれども、大きく

は違わないだろうと思うんですけれども、こういった目安を示すことで申請

しやすくなるんではないかと、このように思いますので、今後ですね、この

制度のお知らせ、これを分かり易くしていただくお考えについての聞かせを

いただきたいと思います。 

○議長（小林一則君） 加藤教育委員長。 

○教育委員長（加藤禎一君）鈴木議員のご質問にお答えします。就学援助支援

制度は経済的な理由で小中学校への就学が困難な家庭に学用品費、給食費、

修学旅行費、新入学用品費等を給付する制度であります。玉城町教育委員会

ではこの制度の趣旨を十分応えられるよう趣旨徹底には特に力を入れてまい

りました。昭和１９年度までは毎年広報の３月号のお知らせ広場で就学援助

支給制度のご紹介として、お知らせしていました。 

 しかしこの制度をより有効に活用するためには、全ての該当者に確実に伝

えることが必要と考え、平成２０年度からは次のような方法をとっておりま

す。それは就学援助費支援制度のお知らせを、中小学校を通して保護者に直

接配布するという方法です。具体的には小中学校の担任の先生から児童生徒

の手を経て保護者に手渡されることになります。また玉城町教育委員会では

この制度を有効に活用するために、年度中途に認定が必要な児童が出た場合

でも、随時申請書を受け付ける体制をとっております。申請書が受理されま
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すと、次の定例教育委員会でその審査並びに承認を行っており、新たな該当

者の把握に落ち度のないように努めております。この結果、平成２０年度の

場合当初は９６名でしたけど、６月と１１月の定例教育委員会で１４名が追

加承認されました。平成２１年度の場合は当初８６名でしたが、６月の定例

教育委員会で７名が追加承認になっております。 

 このように教育委員会としては制度の周知徹底を図るとともに、十分な審

議を行っておりますので、３月１１日付け文部省通知には十分応えていると

判断しております。なお就学援助費支援制度のお知らせに所得基準の参考例

を記載するというご提案については、基準額が家族数や家族構成によってか

なり異なるために、そのまま記載してもあまり参考にならない可能性があり

ます。経済的な理由で就学が困難なご家庭については、教育委員会はいくら

でもご相談にのりますので、気軽に足を運んでご相談くださるようにお願い

いたしたいと思います。金額を掲載するということについてですけれども、

これは繰り返しになるかもしれませんけど、支給対象の認定というのは準要

保護児童生徒認定基準によって行われます。具体的にはまず経済的な理由で

就学が困難であるということを示す５つの項目のいずれかに該当することが

必要です。それは先ほど鈴木議員がおっしゃった５項目であります。 

 次にこの条件に該当するとともに、世帯の合計所得金額が生活保護基準の

１．５倍内であるという条件を満たすことが必要であります。しかし先ほど

ご説明しましたように、世帯の合計所得金額は家族数が同じであっても、家

族構成によって大きく違ってきます。仮に参考例の所得基準を高い額にあわ

せて示しますと、その金額にて実際には認定にならない家庭までも援助が受

けられると思って申請書を提出する例が増える可能性があります。これは必

要以上に期待感を抱かせるという点で問題があります。一方参考例を低い額

にあわせて示しますと、当然認定になるご家庭なのに自分のところは該当し

ないと考えて申請しない例が増える可能性があります。これは制度の活用上

問題と思われます。このように所得基準が個々に違うために参考例はあまり

参考例を記載するということは、あまり参考にならないと思うわけです。先

ほどもご説明したように申請書を受け付けるのは教育委員会なんですけど、

教育委員会にご相談いただければ、正確な所帯の所得額も把握てきますし、

納得のいく説明も受けられます。所得額など個人情報に関するものがありま

すので、電話では説明できる範囲が限られてしまいますけれども、最も簡単

でわかりやすい方法というのは、教育委員会に来て担当者とお話をしていた

だくと、ご相談をしていただくということであると思います。是非教育委員

会に足を運んでご相談くださるようにお願いいたします。 

○議長（小林一則君） 鈴木加奈子さん。 
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○５番（鈴木加奈子さん） まことに丁寧にご説明をいただいたんですけれど

も、不親切やなという感をぬぐいきれません。何故かと言いますとこれはあ

くまでも目安ということで、この松阪市の例の場合でも書いてあるわけでご

ざいますので、これで松阪市が混乱が起こっていないかどうかということを

以前に教育長がそういうことを言われましたので、私は松阪市の教育委員会

にお尋ねをさせていただきました。松阪市ではこういう姿でのお知らせ、そ

れから以前はやはり玉城町のようなお知らせ版でございました。これを学校

で子どもたちにお渡しをするという姿は同じなんですけれども、この内容が

変わったわけですね、所得の基準の目安というものを記されたわけでござい

ます。そうしたらうちはどういう多分これに当たると思うと、うち大変やで

お願いしますということで、この所得基準をみて申請に来られるという方が

とても増えましたと。言葉で見たのと声とでは全然違うわけですので、目安

というものがあることによって、申請にしにいく勇気がでるということでご

ざいます。 

 やはり子どもの貧困をできるだけ救うという面でも、大事なことであろう

と思います。どれぐらい増えましたかと伺いましたら、申請者は６割から７

割程度増えましたというふうに言われました。これはやはり玉城町のやり方

よりもこのやり方のほうが分かってもらい易いだなというふうに思ったとこ

ろでございます。今後のそういった努力をしていただきますことを願います。

それからですね、この就学援助制度の中には実は給食費や修学旅行やら入学

準備金という学用品費、それ以外に医療費がございます。この医療費の関係

ですけれども、これは学校病と言われる病気の指定がございまして、その中

にうたわれているものでございます。これはトラホームだとか結膜炎だとか、

虫歯それからタムシとかいうような、ああいう白癬の関係ですね、そういっ

た種類の病気が入っております。そういう病気にかかりました時には、例え

ば歯医者さんにいく前にはですね、医療券というのを教育委員会からお出し

をいただきまして、それを持って病院へ行くということになります。玉城町

の場合はこの９月からは小学校３年生までは医療費無料でございますので、

３年生以上の子ども。義務教育の方もだから４年生以上中学生はこれを活用

するということになるんであろうと思いますけれども、このことについても

是非お知らせをしていただきたいし、活用できるような方策をとっていただ

きたいと思いますので、よろしくお願いしたいと思っております。  

○議長（小林一則君） 山口教育長。 

○教育長（山口典郎君） 先ほど鈴木議員さんからのご質問がありました件に

つきまして、まず先ほどの件につきましては、やはり自分、生活が困ってみ

えると、そういうふうな中でやっぱり実際に教育委員会に来ていただいてお
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話していただく、そしてその内容実情を加味しながら検討させていただくと

いうことがより丁寧な方法ではないかというふうに思っております。そうい

った点で申請される方は自己責任として、はやり教育委員会に来ていただき

ながらお話をしていただくということも大事なことではないなというふうに

思っております。 

 それから医療費につきましては、玉城町につきましては制度としては対象

にはなっておりません。医療費につきましては各自治体ともいわゆる医療費

についての検討はしておるわけですけれども、ただトラコーマとか結膜炎、

最近いわゆる昔あった病気、学校でうつってくる病気ということの中で、学

校病としていわゆる認定をしてきた経過がありますので、そういった点で自

治体としてはそれぞれこのいわゆる医療費を支給することを、まだ検討の段

階ではあったわけですけれども、各地方自治体とも実施はしておりません。

特に先ほど鈴木議員さんから言われましたいわゆる小学校３年生までではあ

りますけれども、医療費の無料化等の医療費補助制度のほうを活用いただけ

れば、またありがたいなというふうにも思っておりますので、そちらのほう

での国あるいは県の広がりをもっていただければありがたいと思います。以

上です。          

○議長（小林一則君） 鈴木加奈子さん。 

○５番（鈴木加奈子さん）玉城町は該当させていませんというのではなくて、

虫歯また抜歯ということもあるかもわかりません。虫歯もあります。それか

ら白癬関係の病気ですといろんな名称がそれぞれにつくわけでございますけ

れども、タムシと一般に言われたり水虫といわれたりするものも含まれてお

ります。結膜炎一つの病気だけではございませんので、それから三重県内で

も実施しているところもありまして、医療券につきましても参考資料として

お渡しをしたと思っておるんですけれども、もしそれがお渡ししていなかっ

たとしたら、あれですか。それに致しましても玉城町ではこれは支給しませ

んというふうに言い切るということが、如何なものなのか。こういう時代で

すから周知徹底すること等が通達においてもあります。ですから入学の時期

だけでなく、やはりこの中間の時期におきましても対象となる義務教育の生

徒さん達全員にお渡ししているんだと思いますけれども、その方たちに渡す

のも自分とこが該当しないときは感じないものでございますが、お知らせが

ありましても、ですから出来る限り周知がされるように広報にも今後載せて

頂きたいと両面でやってほしいとこのように思います。 

  次に国民健康保険の被保険者一部負担金の減免の制度についてでございま

すが、やはりこれも今年７月に厚生労働省から通知がまいっております。玉

城町におきましては早くからこれは取り組んでいただきまして、平成何年で
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したでしょうか、失礼いたします。広報にも載せていただきましてですね、

ここ暫く広報が出ておりません。広報を私が見ましたのは２００４年５月号

の広報たまき、これにお医者さんに払いますところの一部負担金の免除及び

減額についてということでお知らせいただいております。この度の通達でま

いりますと、この内容よりもずいぶんと広がった内容になっておりまして、

災害等だけでなく生活困窮者の方についてもこれを援助をしていこうという

ことで、また国のほうにおきましても減額をしました分につきまして、国か

らの補助制度を設けるこういった話も出されてきておりますということで、

是非ともこの一部負担の軽減措置、これを広報等で分かりやすくお知らせい

ただきたいと思いますので、その取り組み等についてお伺いをいたします。 

○議長（小林一則君） 辻村町長。 

○町長（辻村修一君） 今年の７月に厚労省の通達で生活に困窮する国民健康

保険の被保険者に対する対応について、こういうふうな通達が出ておるわけ

でありまして、主に医療機関の未収金全般についての対応というふうなこと

の内容でございますけれども、国はこれに基づいて来年度、平成２２年度を

目途にいたしまして医療機関、保険者、行政機関の連携方策について新しい

基準を策定すると、こういう予定でございまして、町といたしましてもこの

状況を見て対応をしたいというふうに考えておる次第でございます。以上で

す。 

○議長（小林一則君） 鈴木加奈子さん。 

○５番（鈴木加奈子さん） 国が出しておりますこの内容に至るまでもですね、

もう既にございます国保法の４４条に基づきまして、既に動いておりますと

ころの玉城町で行っております一部負担金の免除及び減額、このお知らせを

是非とも広報等でお願いしたいと思っておりますが、その点についてお伺い

をいたします。 

○議長（小林一則君） 辻村町長。 

○町長（辻村修一君） 広報へ掲載をさせていただきたいと思ってます。以上

です。 

○議長（小林一則君） 鈴木加奈子さん。 

○５番（鈴木加奈子さん） 広報掲載はいつからですか。 

○議長（小林一則君） 辻村町長。 

○町長（辻村修一君） 広報掲載はいまからですと、来月、再来月ですね。締

切りがございますからそういう状況ですね。 

○５番（鈴木加奈子さん） １１月ということですか、はい、分かりました。 

○議長（小林一則君） 鈴木加奈子さん。 

○５番（鈴木加奈子さん） １１月の広報でお知らせをいただきます時には、
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この政府の通達をよくお読みいただきまして、これまでのような先ほど教育

委員会にお尋ねをしたようなあれも本当に例文そのまま書いたような文章で

ございましたけれども、もっと住民に周知徹底するようにということで書か

れております。周知徹底ということは町民の方がお分りになるような方法で

お知らせをするということだと思っておりますので、よろしくお願いしたい

と思います。 

 では次に新型インフルエンザ及びヒブワクチン等についてのお伺いをいた

します。国ではいま医療機関に従事することがトップにあがりまして、そし

ていろんな病気を持っておられる方ですね、体力のない方ですね、そういっ

た方とか妊婦さんであるとか、それから子どもであるとか、またその家族の

方々というような順序を決めて接種をすることを決めているみたいでござい

ますけれども、玉城町におきましては既に季節性インフルエンザにおきまし

てはですね、補助制度を持っております。いま新型インフルエンザというこ

とで言われております。この疾病の状況からいきまして、軽くすむ方もあり

ますけれども大変重症になるという、そういう報道もございますし、また何

といって病気のなかったお元気だった方が突然亡くなられたという、そうい

う報道もされておりまして恐ろしい思いをするわけでございます。そういう

ことで是非ともこの予防接種につきましては、補助制度を先んじて作ってい

ただきたい、後追いになって国のほうで補助制度ができてきましたら、それ

を組み入れていったらいいわけでございますけれども、既に一般の季節性イ

ンフルエンザの場合には、６５才以上の方につきましては自己負担千円、そ

れからこの１５才までの子どもさんにつきましては、５００円の補助になっ

ていますけれども、この補助率をもうちょっと上げていただきましてですね、

本人の負担を大幅に軽減する、あるいは子どもにつきましては無料で受けら

れる、家庭の状況によって命が守れないか守れるかというようなそういうこ

とになってはいけないと思いますので、その点でよろしくお願いしたいと思

います。 

 それからヒブワクチンにつきまして、インフルエンザのＢ型に対するワク

チンのようですけれども、これはもうずいぶん以前に１９９８年にＷＨＯが

世界の全ての国々に対して乳幼児への無料接種を推奨し、世界で１１３カ国

実施されていると言っています。ところが日本が大変遅れておりまして、自

治体として実施をしているところもあります国が遅れているために、このＢ

型菌によりますインフルエンザ、これはまた診断が難しく、罹った場合の死

亡率が高く髄膜炎等を起こし後遺症を残すということで、大変重症なことに

なる。これを防ぐのに大変重要なものだと伺っています。町長としては玉城

町でどうするかということ併せてですね、国に対しては早くこれを国の制度
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に乗せてくれるように是非とも意見を玉城町の町長としてあげていっていた

だきたいと、このように思うわけでございます。よろしくお願いいたします。

ご答弁賜ります。 

○議長（小林一則君） 辻村町長。 

○町長（辻村修一君） まず新型インフルの接種でございますけれども、ご理

解をいただいて子どもたちのインフルエンザの予防につきましては補助をさ

せていただいておる次第であります。この新しい、新しいと言いますか新型

インフルにつきましても、現行のインフルと同じような形で額は今のところ

上げることは考えられませんけれども、対象としたいというふうに考えさせ

ていただいております。 

それからもう１点のヒブワクチンの考え方でございます。専門的な部分、ご

承知だと思いますけれども、細菌性髄膜炎というふうなことなどの重症感染

症を予防するワクチンだというものでございます。ヒブウイルスによる発症

者は約６０パーセントということですね。そして平成２０年でこれは日本で

４１２名ということの結果が出ておりますけれども、いま鈴木議員もおっし

ゃるようにですね、厚労省への働き掛けしていこうとこういうことでござい

ました。まずこれが一番重要なこと、あるいは厚労省として国としての方針

をきちっと出してもらうということによって、各地方自治体がこれに対応で

きるとこういうことになるわけでございますので、また一度町長会等の中で

も声を出していきたいなというふうに思っております。以上です。 

○議長（小林一則君） 鈴木加奈子さん。 

○５番（鈴木加奈子さん） 新型インフルエンザとこれまでの季節性インフル

エンザと同じような措置をとっていきたいということでございましたが、町

長もご認識のとおりずいぶんとこの新型インフルエンザのワクチンの金額は

高うございます。正確なところを私は知らないんですけれども、１回すると

１万円ぐらいする８千円ですか、３千円から４千円。それは季節性だと思う

んですね。ちょっとお答え願えますか。 

○議長（小林一則君） 生活福祉課長 林裕紀君。 

○生活福祉課長（林 裕紀君） ワクチンの接種でございますけれども、いわ

れるとおり全額自己負担、任意の接種でございますから、国の負担はないと

いうことで、一つ問題があるというのはいま２回受けるとか、アメリカのほ

うでは１回でいいというような話が出てきて、今後厚労省のほうも接種１回

で動いてくるんであろうでしょうけれども、今のところ２回接種で６千円か

ら７千円ぐらいの費用がいるというふうには一応報道では言われております。

ただ薬のほうにつきましては国が、製薬会社から企業から一括購入しますの

で、薬そのものの負担はないと。何というんですか手間賃というんですか、 
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  技術料ですか、それが２回で６千円から７千円がいると。玉城町のインフ

ルエンザの接種も１回につき５００円というふうになっていますので、当然

２回受けられた千円の補助をするという方向ではいま来ております。低所得

者とかいろんな話が出てきましょうが、現在の厚生労働大臣である枡添さん

の９月４日の記者会見では低所得者層に無料化または減額措置をとりたいと

いうふうなことは言われておりますので、当然こういうふうに新政権の方へ

は動くことになりますので、もう少し動向を見ながら考えていきたいという

ふうには思っております。以上です。 

○議長（小林一則君） 鈴木加奈子さん。 

○５番（鈴木加奈子さん） そうしますとこれが今おっしゃられたのは、６５

才以上の高齢者の場合も同じ対応するということですね。そうしますと１４

才までの子どもは１回５００円の補助でございますので、６千円から７千円

に変わるということは５５００円からあるいは６５００円かかるということ

になるわけですよね。それで６５才以上の方については、これまでの季節性

のインフルエンザは千円の自己負担であったわけでありますので、これも新

型につきましても千円の自己負担でするという、そういうことで解釈してよ

ろしいんですね。うなづいていらっしゃるので、そうだというふうに受け止

めます。あまりにも補助の率が違う関係でですね、こうなっているところは

よく分かるんですけれども、やはり玉城町は子どもを大事にするという伝統

的な町でもございますので、接種の際につきましてはもう少し多く負担を補

助をしてあげて、負担を軽減してあげるような方策を考えていただきたいと

思います。 

 ところでこのワクチンは、季節性ですと１０月１日から始まるんだと思っ

ておりますけれども、この新型インフルエンザについての接種はどのように

なさるんですか。そしてまたかかった場合の治療薬としてタミフルというの

が言われておりますけれども、これが割当制度みたいなことになっておって、

どこだったかでは一つの市に対して１５０人分とか、１８０人分とかという

ふうなことを伺ったんですけれども、玉城町にはどんな割当になっているん

ですか。この割当というのは玉城町内の病院あるいは診療所へむけて昨年の

実績っていうても、どうやってこれ割り振りするんですかお伺いしたいと思

います。 

○議長（小林一則君） 生活福祉課長 林裕紀君。 

○生活福祉課長（林 裕紀君）タミフルですけれども、元々は海外で製造され

て日本でも作られておるわけですけれども、タミフルそのものはやはりイン

フルエンザにいったん罹るというんですか、罹患をして、それからそのウイ

ルスが体内で活動し始めるところへ向けてタミフルを投与すると、その効力
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が治まるということですから、予防用には基本的には作られた薬ではないと

いうことです。 

  ただ受験生とかそういう方々がですね、どうしても寝ついたらいかんとい

うのでタミフルを受験日という日を設定しながら数日前から飲んで、服用さ

れて効かなかったという症例はあるらしいですけれども、ただこれから３月

３１日というのは、来年３月までとかいろんなこと言われておる新型インフ

ルエンザの中で、タミフルを予防薬に活用しようと思うと１日１錠ずつ飲ん

でいかないかんと罹るまで、当然こんなことは当然備蓄は間に合うわけあり

ませんから予防では使わないということが１点です。ですからもし玉城町と

してはタミフルの勿論備蓄はやっていません。三重県のほうで今どんどん備

蓄をやっております。ワクチンのほうですけれども。ワクチンは今言われた

おっしゃったどなたを優先にしていくというのは、これ新聞報道で出てます

けれども。だいたい１９００万人ぐらいを先に打つというふうに言われてい

ますが、これは９月中に確定するというふうには聞いております。実際国内

のワクチンが出回ってくるのが１７００万人ぐらいと聞いていますので、国

内のワクチンで出回ってくるのがおそらく１０月末ぐらいだろうと。後、海

外のワクチンを輸入してだいたい５、６千万人ぐらいに来年春までにはとい

うふうに言われておりますが、海外のワクチンは実は臨床試験をやるかやら

んかで、だいぶもめておりましたが、結局は試験をやっていくと。ただやは

り今回は一番問題なのは任意の接種ですから国の保証がきかない。これがネ

ックになって海外のほうは今ネックになっております。ここの交渉さえまと

まれば５、６千万人分の来年春までに、ただワクチンは打って２カ月ぐらい

かかると言われてますので、当然その段階では発症がピークを迎えると言わ

れとるのが１０月中旬頃からなんてことが言われていますので、１０月末に

最先端の方が打たれても１２月ぐらいから抗体ができたようなことになって

るんでしょうか。そういうことでワクチンの状況とそれからタミフルの関係

はそういうふうにご答弁をさせていただきたいと、このように考えてます。 

○議長（小林一則君） 鈴木加奈子さん。 

○５番（鈴木加奈子さん） 本当に皆さん心配をしています。軽くすむ人もあ

れば命を落とすというそういったこともございますので、これまでもテレビ

等での報道でもですね、ずいぶんな注意が呼びかけられています。自分は頑

丈なんだから大丈夫だといって乗り切るんだみたいな、そういう考え方はも

う一切捨ててやはり掛かりつけの身近な診療所、あるいは病院等に必ず相談

をするということをしてくださいという呼びかけがされておりますが、この

ワクチンにつきましても、こんなにもずれ込んで遅れてくるということにな

りますと今後どういうことになるんだろうかと、とても案じられるところで
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ございます。できる限り任意ではございますので、その保証がないというこ

とでこの問題につきましても、やはり任意でなくって予防接種をしなければ

ならない、法で決まっているのがありますね。それと同じような扱いをして

保証をするということ。あるいはできる限り無料に近い方策をとるというこ

のことが大事なのではないかと、このように思いますので、それこそお金の

使い方であろうと思っております。命が一番です。そのことをお忘れになら

ないように是非ともよろしくお願いしたいと思います。以上で終わります。 

○議長（小林一則君） 以上で、５番 鈴木加奈子さんの質問は終わりました。

これにて本日の日程は全て終了いたしました。明日１５日は午前９時より本

会議を開き提出議案に対する質疑を行いますから、定刻までにご参集願いま

す。本日はこれをもって散会いたします。どうもご苦労さんでした。 

 

              散会 午後２時１８分 


